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   ───────────────────────────────────────── 

               午前１０時１分 開議 

○議長（中司  実君） 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

   ───────────────────────────────────────── 

  会議録署名議員の指名 

○議長（中司  実君） 本日の会議録署名議員を御指名申し上げます。 

 ８番、横田議員、９番、岡村議員、御両名にお願い申し上げます。 

   ───────────────────────────────────────── 

  一般質問 

○議長（中司  実君） 議事日程につきましては、お手元に配付しておりますとおり、

一般質問でございます。通告の順序に従い進行したいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

なお、質問回数については、会議規則第６２条の準用規定に基づき、第５４条ただし

書きを適用し、制限しないことといたしますので、御了承願います。 

これより質問に入ります。最初は１６番、木村議員。 

         〔１６番 木村 一彦君 登壇〕 

○１６番（木村 一彦君） おはようございます。日本共産党の木村一彦でございます。

通告に従って質問いたしますので、当局におかれましては、簡潔で誠意ある御答弁をお願
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いいたします。県央部合併は、新市の名称がついに山口市に決まってしまいました。合併

した場合は、私たち防府市民は１,０００年以上続いた防府の名前を永久に奪われること

になるわけで、誠に残念至極、耐えがたい思いであります。こうなった以上、せめて本庁

だけはという市民の強い思いの中で、現在、関係市町の間で、庁舎の位置をめぐる攻防が

続いておりまして、合併協議もいよいよ最終段階に入っております。そこでまず県央合併

について以下４点にわたってお尋ねいたします。 

 第１点、３０万都市構想について。合併協議会等においては、県央３０万都市の実現の

ためにということが、いわばまくら言葉のように使われており、３０万都市実現は２市４

町住民共通の願いとされております。松浦市長も合併について語る際には、「３０万都市

実現は必要だが」と前置きして、さまざまな見解を述べておられます。確かにある意味では、

この３０万都市構想こそ県央部合併の中心問題であり、その必要性ついては２市４町の住

民が納得のいくまで徹底的に明らかにされる必要があると思います。 

私は、阿知須町を除く２市３町の法定合併協議会の設置を可決した昨年２月の臨時市

議会においてこの問題を取り上げ、３０万都市構想なるものを批判いたしました。当時、

県当局などの主張は、大要次のようなものでありました。山口県は中小の都市が散在する

分散型都市分布構造であり中核となる都市を持たないことから、これが若者を中心とした

人口減少や地域活力の低下につながっている。こうしたことから山口・防府地域など県内

５つの重点地域において高次都市機能や都市型産業が集積し、人口の県内定住や交流の促

進、地域経済の活性化、地方分権の推進等の核となり、県全体あるいは広域活力圏、活力

創造圏の発展を牽引する中核都市の形成を計る必要がある。そして、合併により５つの中

核都市が実現すれば人口が集まることによって金融、情報、サービス業などのさまざまな

分野の都市型産業が集積し、地域経済の活性化の大きな原動力となる。また中核都市には、

こうしたサービスや利便性を求めて、若者を中心にさらに人口が流入し、ビジネスチャン

スが拡大し第３次産業の集積が進むというわけであります。この論理展開は、最近発表さ

れた新市まちづくり計画の素案でも大筋において変わりはありません。 

これに対して私は、かつて３０万都市であった下関市は人口が減少しており衰退が否

めない。人口３０万以上の都市をもつ近隣各県は、近年軒並み人口が減少している。都市

間競争の理屈から言えば、１００万都市を抱える近隣他県からの若者などの人口流入は、

あり得ない。県内あるいは域内からの人口流入はあり得るが、それは周辺部の過疎化を促

進することにほかならない。都市機能が集積するのは、合併したすべての地域においてで

はなくて、その中心となるごく一部の地域だけである。防府市がその中心となる保障は何

もない。人口が３０万以上となり、中核市への移行を目指すとすれば事業所税など地域経
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済の発展にとって大きなマイナス要因もある等々、具体的な事実を挙げて批判をいたしま

した。 

 私のこの質問に対して市長は、「３０万都市を持っている他県よりも山口県はさらに人

口が減っている。それらの県に比べてみれば、山口県は３０万都市がないからかもしれな

い。それは、わからない。これ以上悪くならないためにもやらなきゃならない」と、大要

このように答弁されております。以上のことからもわかるように、私は面積を広げて３０

万都市を人為的につくってみても、それは決して地域の発展にはつながらないと確信して

おります。この点についての当局の御見解をお伺いいたします。 

 第２点、合併後の財政見通しについて。そもそもの出発が、国の財政危機打開から端を

発していることを見ても、合併問題は行き着くところ財政問題であります。合併で市の財

政は本当に良くなるのか。この問題でも、これまでたびたび当議会で論戦を行ってきたと

ころでありますけれども、法定協での協議が最終局面に入っている時だけに、いま一度問

題点を鮮明にしておきたいと思います。 

新市建設計画検討小委員会が昨年８月に発表した合併財政シミュレーションと、同じ

く昨年１２月に発表した合併財政シミュレーション改訂版は、いずれも合併後１０年から

１５年後には、新市の財政収支は赤字に転落することを示しております。合併は市や町の

５０年後、１００年後を決める重大な事柄でありますが、これで果たして町の財政危機を

将来にわたって救うことができると言えるのかどうか、大きな疑問であります。 

一方、財政シミュレーション改訂版では、「合併のメリットを財政面から突き詰めれば、

人件費の削減にほかなりません」とはっきり述べております。合併のねらいは、人減らし

だと言っているわけでありまして、これはある意味核心を突いた議論だと思います。しか

し、人員削減、人減らしに焦点を当ててみると、どちらのシミュレーションも職員の削減

数を２５０人としており、この前提自体が確固とした科学的根拠に基づくものとは言えま

せん。いずれも類似団体からの類推であり、しかも中核市ではないものを比較の対象とし

ております。ちなみに当初の出前講座においては、今の倍以上の５１６人の職員が削減で

きるとされていたのであります。わずかの期間に職員の削減数が半分以下に修正されてい

ることを見ても、これがいかにあやふやな数字であるかがわかると思います。 

言うまでもなく、人口が３０万を超えて中核市になればこれまで県が行ってきた保健

所その他の膨大な業務を市が行わなければならなくなり、とてもこれだけの職員を減らす

ことはできなくなります。事実、既に合併したところの例を見ても職員数はほとんど減っ

ていないのが現実です。 

さらに改訂版では、２市４町の人口は平成１２年の国勢調査の３０万６,４１７人から
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平成２７年には３３万人に、約２万４,０００人増えると予測し、それに基づいて最初の

シミュレーションに比べると交付税が大幅にふえるという楽観的見込みを立てております。

しかし、国勢調査に基づく人口推計では、平成２７年には３０万９,７９９人で、ほとん

どふえないとしており、両者の間に大きな隔たりがあります。大体改訂版では、平成２７

年の人口を目標人口という言い方をしておりまして、この意味は不明でありますが、でき

ればこうあってほしいと、希望的観測の思いがにじみ出ているように思われます。 

いずれにせよこの人口予測と、それをもとにした歳入予測は、科学的根拠に欠け、説

得力がありません。合併後の財政見通しにおける最大の問題は、国からくると見込んでい

た金が果たして本当に来るのかどうかということであります。地方の側は、シミュレーシ

ョンの作成など大変な努力をして、何とか財政の見通しを立てようと懸命になっておりま

すけれども、地方に金を幾ら交付するかは言ってみれば国のさじ加減一つにかかっている

のであり、地方の側に不確定な見込みによる歳入欠陥が生じないという保障は何一つない

のであります。事実、昭和の大合併では、合併した翌年にいきなり地方交付税が、ガクッ

と下がった例が幾つもあり、これが原因で赤字再建団体に転落した例が少なくありません

でした。昭和２８年と２９年の交付税を比べてみますと、交付額では総額が激減している

のであります。 

このことは何も遠い過去にさかのぼるまでもなく、今回の三位一体の改革による補助

金カットと地方交付税の抑制措置が最も端的に国のやり方を示しているではありませんか。

見込み違いによる歳入欠陥が生じた場合、自治体の財政規模が大きいほどダメージは大き

いのであり、この意味でも合併が当初のもくろみとは逆の効果をもたらすことは明らかで

す。このように言ってまいりますと「だからこそ合併して足腰を強くしておかなければい

けないんだ」こういう理屈が言われます。 

繰り返しますが、国による地方への締めつけの結果は、合併した自治体にも合併しな

い自治体にも平等に及んでくるのであります。合併した自治体だけが免罪されるというこ

とは決してありません。今後、国によって段階補正など改悪されれば、小規模な自治体に

とっては確かに規模の拡大が必要になるかもしれません。しかし、防府市にとってはそれ

は当てはまらないわけであります。 

以上、合併によって財政がよくなることは決してないと思いますが、この点について

の当局の見解をお聞かせいただきたいと思います。 

 第３点、住民負担について。合併協議会におけるこれまでの協議では「住民サービスは

当分の間現行どおりとし云々」という言い方で調整されているケースは多いのですが、当

分の間が過ぎたらどうなるのでしょうか。数ある調整項目の中から国民健康保険料と水道
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料金について、シミュレーションあるいは大まかな予測を示してほしいと思います。 

国民健康保険料は、合併によって値上がりする被保険者にのみ新しい市が補助して、

値上がりを防ぐというピンポイント補正が５年間続くことに調整されております。その後

は、大幅な値上げになるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

また水道料金は、山口市が新市に財政負担をかけることになる現在のようなやり方を

進める限り、そのしわ寄せを受けて大幅に値上がりすると思いますが、どうでしょうか。

見解をお聞かせ下さい。 

 第４点、住民意見の反映について。市長は、住民意見の反映のために適切な時期に市民

への説明会を行うと言明されておりますが、いつごろ、どのような形で行うおつもりなの

かお聞かせいただきたいと思います。 

市長が出席して行われた一昨年の地域懇談会は「時間が足りなかった」「市の一方的な

説明だけで意見や質問が十分保証されなかった」など、参加した市民の間には不満がくす

ぶっております。また「参加者も自治会長など特定の人に限られていて一般市民の参加が

少なかった」という声も少なくありません。これらを改善する必要があると思いますが、

いかがでしょうか。 

一方、住民意見をくみ上げる方法としては、住民アンケートや住民投票などの方法も

あります。これらについての考えもあわせてお聞かせ下さい。住民投票についての考えは、

既にたびたび当議会で言明されているので承知しておりますけれども、今の時点に立って

改めてお伺いしたいと思います。 

 次に、市長施政方針演説について、なかんずく新市の事務所の位置問題について質問い

たします。 

 市長は４日の施政方針演説において「市民の皆様に御理解、御納得していただける合併

の実現が肝要であり、このため新市の事務所は防府で貫くという不退転の決意でございま

すので云々」と述べられております。そこで確認の意味を含めて以下２点についてお尋ね

いたします。 

第１点、小郡町などの言う一部分庁方式について。小郡町などが新市の事務所の位置

選定小委員会の中で、途中から持ち出してきた一部分庁方式もあり得るという論議は、松

浦市長など防府市の委員の筋道立った論駁により一旦は退けられました。しかし、マスコ

ミ報道などによると、小郡町当局は、いまだにこの論を主張していると言います。総合支

所方式を基本とし、現有庁舎を活用するという法定協が確認した大原則に立てばこれは論

外であり、今後とも交渉の対象にならない議論だと思いますが、どうでしょうか。 

 第２点、「当分の間防府に」という提案について。市長は、２７日の議会全員協議会に
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おいて、首長、議長による非公開協議の内容を報告する中で、「実は初めて明らかにする

が小郡町に対して当分の間、これは法定協用語の５年ではなくて、自分としてはおよそ

１０年のつもりで言った」このように注釈をされまして「当分の間、防府に本庁を置くと

いうことでどうかとも提案したが受け入れてもらえなかった」というような発言をされま

した。これはもうマスコミでも報道されております。合志山口市長の最初の５年は防府に、

次の５年は小郡に、という提案を拒否した小郡町から見れば、これよりさらに長期間にわ

たって防府市に本庁を置くことになる松浦市長のこの提案は受け入れられないのは当然と

言えば当然の態度だと思います。 

 以上のことからこの「当分の間」提案は、小郡町が拒否した時点でいわば消滅したわけ

であり、今後不退転の決意で交渉に臨むに当たっては、再び持ち出すことではないと考え

ますが、市長のお考えはどうでしょうか。率直にお答え願いたいと思います。以上、壇上

での質問を終わります。 

○議長（中司  実君） １６番、木村議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

         〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） ２市４町の合併協議についての御質問にお答えいたします。ま

ず中核都市形成と申しますか、３０万都市構想についての御質問ですが、私はかねてより

県央に山口県の核となる中核都市の必要性を強く感じております。この中核都市において

は、将来を展望したまちづくりを計画的、効率的に行うことによって地方分権や少子高齢

化等に対応していくとともに、安心して暮らせるまちづくりを進めていく必要があります。

そのための最善の方策として広域合併による中核都市形成が急務であると、これまで一貫

して主張してまいりました。 

こうした中で、平成１０年６月に防府市政をおあずかりさせていただいた直後から、

県央２市４町の当時の市長、町長さん方に呼びかけ、平成１２年８月に県央部吉佐地域都

市形成研究会を共同事業として立ち上げ、中核都市形成の機運醸成を図ってきたところで

ございまして、この集大成が現在の山口県央部合併協議会であると認識しております。 

木村議員の御指摘は３０万規模の都市にはどんなメリットがあるのかということだと

思いますが、私はこの県央の２市４町が広域合併することにより、スケールメリットを生

かした行財政基盤の強化が図れることだと考えております。 

また一般的には、人口２０万から３０万規模の都市が行政運営上最も効率がよいと言

われておりますが、いずれにいたしましても、あくまで合併は手段であり、目的は後世の

まちづくりだと思います。 

常に申し上げているところでございますが、合併には相手様がいらっしゃることでご
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ざいまして、県央部の合併協議も依然予断を許さない状況ではございますが、私といたし

ましては、今回の県央の合併協議を地域発展の千載一遇のチャンスととらえており、その

ことがまさにふるさとの繁栄につながっていくという考えのもとに、粘り強くこの合併協

議に大所高所より全力を傾注してまいる所存でございます。 

 次に住民説明会についての御質問でございますが、合併協議の進捗にもよりますが、合

併協定項目のすべてについて確認がなされた時点で、住民説明会や住民アンケートを実施

してまいりたいと考えております。 

いずれにいたしましても、合併は市民に直接かかわる大変重要な問題でございますの

で、１人でも多くの市民に御参加いただけるよう十分配慮したいと存じます。 

また住民投票につきましては、かねてから申し上げておりますとおり、議会の皆様と

相談しながら対応してまいりたいと考えおりますので御理解を賜りたいと存じます。 

なお、この県央合併についての御質問の中の２点目、３点目、財政見通しについて、

住民負担についての御質問につきましては、後ほど担当部長より答弁いたさせます。 

 続きまして、平成１６年度施政方針に関する御質問にお答えいたします。現在、喫緊の

行政課題として取り組んでおります県央２市４町の合併協議につきましては、最終局面を

迎えておりますものの、ここにきて対等合併を願う１２万防府市民の思いが届かない状況

にございます。 

私は３０万都市実現を他市町に呼びかけた経緯もあり、かすがいを自ら抜くようなこ

とはしたくありませんが、一方では市民の皆様に御理解、御納得していただける合併の実

現が肝要であり、このため新市の事務所は防府市で貫くという決意のほどを述べさせてい

ただいたところでございます。 

まず最初の一部分庁方式につきましては、これまで新市の位置選定小委員会の中でも

かなりの時間をかけて議論してまいりました。私は、住民の利便性や行政の効率性等を考

えた場合、この一部分庁方式はあり得ないことをこれまで主張してきたところでございま

して、このことについては一歩も譲れないところだと考えております。 

 次に、「当分の間防府市に置く」ということにつきましては、２市４町の町長、市長及

び議長での協議の場におきまして、防府市からも譲歩する案がないのかとの要請の中で、

当分の間ということも御提案したところでございます。この当分の間という意味は、法定

協で言われている５年ということではなく、１０年程度以上を予測したという意味である

こともはっきり前段において主張した上での提案でございますので、御理解をいただきた

いと存じます。 

 以上、壇上よりの答弁にさせていただきます。 
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○議長（中司  実君） 財務部長。 

○財務部長（中村  隆君） それでは、２点目の御質問でございますが、財政見通しに

ついてのお答えを申し上げたいと思います。 

まず、財政のシミュレーションを見る限りにおきましては、新市の収支は赤字に転落

し、かなり厳しくなるのではとの御指摘でございますが、新市の財政推計につきましては、

２市４町単独の推計をベースにしながら、国等からの財政支援を加味して推計しているも

のでございまして、合併しなかった場合の２市４町の単独での推計に比べますと、大きな

収支改善が図られているということでございます。 

 次に、「職員２５０人もの削減は難しいのでは」との御質問でございますが、この削減

の数につきましては、全国の類似都市との比較で算出をしたものでございまして、決して

無理な削減数ではないものと考えているところでございます。 

また、中核市につきましては、新市において検討されるべき課題であるというふうに

考えております。 

 次に、改訂版のシミュレーションにおけます人口推計の根拠についてでございますが、

事業所税や交付税の合併補正等の財政支援による収支改善を投資に回すこと等で、何らか

の合併効果がここに生じてくると考えられますことから、合併後の人口につきましては、

減ってくることはないであろうというふうに考えられたものでございます。 

 次に普通交付税の合併算定替えのほか、各市の財政支援が確実に期待ができるのかどう

かとの御懸念でございますが、これらの合併特例措置につきましては、合併特例法の法令

にも明記されているものでございまして、合併した場合には当然に保障されるべきものと

いうふうに考えております。 

 最後に三位一体の改革によります交付税の影響についてでございますが、国におきまし

ては、引き続き歳出削減を図り、交付税の総額を抑制することといたしております。今後

も厳しい状況が予想されるところでございますが、合併しない場合においても、そのこと

は同様ではなかろうかなというふうに考えておるところではあります。 

いずれにいたしましても、合併しない場合に比べましたら収支改善が図られることは、

これは間違いございませんので現在の行政サービスを維持していくことは、十分可能であ

ろうというふうに考えておるところでございます。以上でございます。 

○議長（中司  実君） 総務部長。 

○総務部長（嘉村 悦男君） それでは、住民の負担について合併協議会をとりまとめて

おります幹事の立場でお答えいたします。 

まず、国民健康保険料の調整につきましては、昨年１１月に開催された第１１回協議
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会におきまして、「新市の一体性の観点から賦課形態を保険料とし、制度の変革に伴い負

担が増大する世帯に対しては、当分の間、経過措置として激変緩和策を講ずるよう調整を

行う」ということが確認されました。 

これは２市４町で違いのある保険料の算定方式を合併後直ちに一本化することにより、

一部の被保険者に負担の増大をもたらすことも起こってまいりますので、一定の期間に限

り財政措置による激変緩和策を講ずるものでございます。 

財政措置につきましては、２市４町で１億円程度必要となる試算が出ておりますが、

この財源につきましては、今後事務担当者を交え十分協議していくことになろうかと考え

ております。 

そして当分の間、協議会ではおおむね５年間となっておりますが、この期間が過ぎれ

ば、当然、新市の国民健康保険料として本来あるべき姿に統一されることとなりますが、

今後の医療費の動向や社会経済情勢の変化等とも関連してまいりますので、保険料がどの

ように推移するのか、現時点での試算はお示しできないのが実情でございます。 

しかしながら、合併いたしますとこれまで２市４町が別々に行っておりました国保事

業を１つにまとめて行いますので、いわゆるスケールメリットによる経費の節減や事務の

効率化による事務費の削減等、当然出てまいります。 

そこで、こうした合併効果も有効に活用しながら、急激な住民負担の増につながらな

いよう、新市において、健全な国民健康保険事業の運営に努めていくことが必要であろう

と考えております。 

 次に、水道料金でございますが、水道料金の調整につきましては、現在継続協議となっ

ております。御承知のように公営企業の財政運営は、必要な経費を原則としてすべて料金

収入で賄わなければなりませんが、防府市を除く、山口市、小郡町、秋穂町、阿知須町の

１市３町では、恒常的に一般会計から基準外の繰り入れを余儀なくされております。 

新市が誕生いたしますと、この基準外繰り入れを新市の一般会計から捻出することに

なりますが、こうした一部地域への基準外繰り入れは、全市から見れば、椹野川からの給

水サービスを受けていない他市町民の皆様からも御負担をいただくことになるわけでござ

います。 

次回の協議会では、経営の健全化計画等も示していただくことになっておりますので、

この地方公営企業の趣旨にのっとり経営改善に努めていただくよう防府市として主張して

まいりたいと考えております。 

○議長（中司  実君） １６番。 

○１６番（木村 一彦君） それでは、まず最初の県央部合併についての中で、特に３０
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万都市構想について再質問させていただきます。 

市長は今、当初からずっとこれを主張してきたという経緯も述べられました。そして

３０万程度が最も効率がよい自治体なんだと、こういうことも言われました。しかし要は

この合併で問題になっているのは、壇上でも申しましたが、山口県には１０万前後の都市

が散在しておると。だから発展しないんだ、一言で言えばですね。言葉はもっと──適切

な表現かどうかわかりませんが、田舎町しかないから発展しないんだと。もっとそれより

人口を多くして３０万以上の都市にすれば都会から進んで若者も集まってくると。こうい

うところにこの３０万都市構想のみそがあるというふうに思っています。 

ですが、本当に若者が３０万になったら集まってくるのかという点で言えばですね、

大体その県央合併自体が面積をずっと広げて、そこにおる人口を３０万にしたというやり

方ですから、この新しくできた３０万都市が、全体が都市化するということは考えられま

せん。これはもう臨時議会でも言ったように農村部をたくさん抱えているわけですから。 

だからその中の一部、そこは確かに周辺から人が集まってくることは考えられます。

それも他県からではなしにですよ、周辺からの、域内ないしは県内の周辺から人が集まっ

て来ることは考えられる、一部中心地域だけは。そういうことがあるから、今、庁舎の位

置をめぐってですね、そういうことがわかっているから庁舎の位置をめぐって激しい攻防

が続いている。庁舎が来るところがやはり、その中心になるということは理の当然ですか

ら。そこは、確かに都市化が一遍に進むだろうと思います。しかし、それ以外のところは、

逆に過疎化が進むということになると思うんですね。 

３０万になったからといって、そう県が言っておるような夢のような都市化がどんど

ん進むというふうには私は決して思いませんが、その点で３０万都市全体がよくなるとい

うことはないんだと、一部の特に極言すれば庁舎が来たところの地域が一定に今よりは都

市化が進むんだというふうに私は思ってますが、この辺について、市長のお考えはいかが

でしょうか。 

○議長（中司  実君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 一部の地域だけが繁栄するということは、私は必ずしもそうは

思っておりません。３０万の人口を抱えた、それなりの都市に変貌を遂げることによって、

それぞれの地域を最大限に活かしていける、今まで以上に活かしていけるダイナミックな

政策を実現していくことも可能であると。そういう意味におきまして、それぞれの地域が

その特性を活かしながら発展繁栄を目指していける。私は、そういうふうに考えておりま

す。 

○議長（中司  実君） １６番。 
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○１６番（木村 一彦君） ３０万になれば、大きな発展があるが、ならなければ衰退が

待っていると、こういうような議論は私はくみしないわけでありまして、それぞれが、そ

れぞれの自治体の特色を出し、独自性を出して発展していくという方向にこそ、これから

の自治体の進むべき道があるというふうに思っております。そのことを申し上げて、この

議論は一応は切りたいと思います。 

 次に、財政見通しについてでありますが、いろいろ言われましたが、要するに人口がふ

えると予測しているのは、いろんな投資をやるからそれの効果があらわれて人口がふえる

であろうというふうに言われているわけなんですけど、国勢調査の推計ではですね、これ

は全国的に全部そういう推計をしておるわけですけど、かなり減るだろうと、人口はです

ね。事実、防府市もここ近年減りぎみなわけでありますが。そういう投資に回すからふえ

るであろうという、あるいはありたいというような形で、この人口推計をかなり多目に見

ているということ自体が私は納得いかないわけであります。それから、果たして見込んで

いたお金が国から来るかどうかということに対して、「法令に明記されているから来なき

ゃいけないんだ」こうおっしゃいましたけれど、現実に今年度の新年度予算を見ましても、

後で同僚議員からの質問があると思いますが、補助金はカットされる、それから交付税の

算定がですね、非常に抑制されておる。聞きますと要するに基準財政需要額、防府市に必

要とされている行政水準、行政サービスを行うための必要最低限のこの経費がですね、勝

手にと言ったら言い方が悪いですかね、国の方の試算では、非常に縮限されているという

ことで、思ったよりは交付税が来ないんじゃなかろうか、こういうふうなことが今現実に

起こっているわけですね。 

ですから、そういう意味では、我々が希望的観測も含めて、いろいろ入るであろう金

を計算しておりますけれど、実際にその時になってみるとですね、あれあれと、こんなに

少ないはずはないんじゃないかというような事態が起こってくる可能性が大いにあると思

います。現実に、壇上でも言いましたが、昭和の大合併ではそれがかなりあったんですね。 

ですから、その辺でこのシミュレーションの大前提がですね、シミュレーションをや

ること自体私は意義があると思うし、やらなきゃいけないと思うんですけれど、その大前

提がガラガラと崩されてしまっては、どうしようもないということを思うんです。 

人員削減にしても、２５０人は無理な削減ではないと、類似団体から類推すればです

ね、無理な削減ではないと言われます。確かに類似団体のうちこの参考にされている対象

はですね、中核市になっていない市が参考にされているわけですね、対象にされている。

中核市になった場合は、どうなのかというのは出ておりません。 

こういうふうに人口の問題、それから人員削減の問題、それから国からくる金の問題。
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こういうシミュレーションの前提となっているもの自体がですね、非常に私に言わせれば、

あやふやな面を多く含んでいるいうことで、必ずしもこれを金科玉条のようにですね、シ

ミュレーションを金科玉条のように考えることはですね、正しくないんじゃないかという

ふうに思います。 

そこで部長に再度質問いたしますが、１つはですね、２５０人の削減というのは中核

市と比較してはいないという点でどうなのか。中核市と比較した場合にはどうなるだろう

かということをわかればお答え願いたい。 

もう一つは、さっきから私、言ってますように、こちらが推定して、入るであろうと

推計しているお金が実際に入らない場合もあるのじゃないかと私、指摘しているわけなん

ですけど、その辺については実際どうなのか。その２点についてちょっとお答え願いたい

と思います。 

○議長（中司  実君） 財務部長。 

○財務部長（中村  隆君） ただいまの２点でございますが、職員数につきましては、

これは先ほども答弁でお答え申し上げましたように、中核市ということについては、これ

は想定をいたしておりませんので、中核市でないところとの比較をしておるところでござ

います。したがいまして、その辺の推計については、現在、持ち合わせておらないという

ことです。 

ただ、２５０人という数字につきましては、現在、類似の団体と比較したものでござ

いまして、この中には現在、一部事務組合になっておりますごみ関係、または教育職等々

入っておらんところでございます。そこで２５０人という数字を出したわけでございまし

て、例えば一部事務組合の中部環境でございますが、これ６１人というものが入りますと、

これは差し引きをいたしますので、今の定数とですね、それと類似団体との比較で差し引

きをいたしますから３１１人というふうなことになろうかなというふうに思っております。 

それから、この１０年間のうちで、この３分の１だけを削減いたしまして、それから

３分の２については補充するということでございますので、他市の例等々から見ましても、

とても無理なものではないというふうに思っているところでございます。 

 それから２点目の推計した金が入ってこないというふうな、これ交付税じゃないかと思

っておるんですが、以前昭和２９年あたりのことを申されておられましたが、これは交付

税制度が当時非常に変遷をいたしておりましたので、その影響もあろうかなというふうに

思っておりますが、これにつきましては、先ほども申し上げましたように合併特例法の中

で明らかにこれが明記をされておりますので、そう申し上げるほかはないというふうに思

っております。 
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また、削減につきましては、これも先ほども申し上げましたように合併をしない場合

も合併をしても、これは算定替えというものがありますから、全く同じように削減をされ

るということでございますから、特にその点が影響があるということはないというふうに

思っておるところでございます。以上であります。 

○議長（中司  実君） １６番。 

○１６番（木村 一彦君） まず、２５０人の削減問題に絡んで、中核市は想定していな

いということであります。確かに前のシミュレーションもそれから改定版も中核市に移行

することは想定していないシミュレーションになっております。しかし、これも法定協で

はいろいろ議論があったところでありまして、松浦市長なんかもこの点についてはかなり

意見を言われておりましたが、しかし、いずれにしろ今、公式に出ている新市のまちづく

り計画素案というやつにはですね、中核市になることを想定しておるんですね。これは素

案の３ページに、県央中核都市の必要性というところで、「また合併して人口が３０万人

を超えれば中核都市になることも可能であり、そうなると幅広い分野の事務、権限が県か

ら移譲され、行政サービスの効率化やきめ細かなサービスの提供、特異なまちづくりなど

ができるようになります云々」と書いてあります。 

その次のページにも合併の効果というところの６番目にですね、中核市への移行によ

る行政能力の向上、中核市になったら行政能力が向上するんだということが合併の効果と

して挙げられております。ですから当然これは中核市になるであろうということを想定し

た財政見通しでないと、私は科学的ではないというか説得力がないというふうにも思いま

す。 

それから、これから国がどういう財政方針で臨んでくるかわからないが、部長が言わ

れたように合併した場合もしない場合も同じ影響が及んでくるということは部長も言われ

ました。私も壇上で、これは逆の立場から言いましたけど、いずれにしろですね、合併し

たから国のそういう、これから国が地方に対して厳しい対応をしてくるということに対し

てのお墨付きといいますか、免罪といいますか、そういうものにはならない。合併しても

やっぱり厳しくやられてくればその影響は当然受けてくるということは理の当然でありま

して、そのことをちょっと指摘して、この問題については、終わりたいと思います。 

 次の住民負担についてですが、今、総務部長のお答えでは、国保料は当面５年間は値上

がりする被保険者に対して激変緩和で値上がりしないように５年間補助する。だから言い

かえれば今の国保料は、そのまま５年間各市町で変わらないと、こういう調定がされてお

るわけですね。５年たったらどうなるかという質問をしたわけですけど、それについては

いろんな状況が変わるので何とも言えない、わからないということでありました。 
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しかし、確かに正確なシミュレーションというのはできないかもしれませんが、現在

でもですね、法定協で出された各市町の国保料の資料を見ますと相当の開きがありますね、

防府市はかなりいい方ですけれど。それにしてもですね、まだ小郡町その他の方がグッと

安い。これいろんな要因がありますから、一概には言えませんけど、これを一緒くたにし

ますと、全体には相当値上がりするであろうというシミュレーションが法定協の資料でも

されております。一緒くたにすると、合併するとですね。 

だから私は５年後にはですね、この国保料というのは今のままで５年たって新市が何

らかの手を打たないから国保を一体化しただけだったら、相当値上がりするということは

資料から見ても明らかだと思います。 

ですからその時に新市がどういう手を打つかということは別問題ですが、上がること

はあり得るということを指摘しておきたいと思います。 

それから水道料については、これは詳しくは言いませんけれども、部長の御答弁でも

気持ちは伝わってきますが、今のようなですね、防府市は水道は御承知のように水道会計

は非常に健全にやってるわけですね。しかし他の市町は、かなり一般会計から繰り入をや

っておる。山口市もさらにそれに追い打ちをかけるような措置を今回やられたというよう

なことで、これが合体すれば、相当水道料金が上がってくるのではなかろうかというのは、

私は今の御答弁を聞いても思います。これについても、これで置いておきたいと思います。 

それから４番目の住民意見の反映については、市長から御答弁ありました。一定の、

すべての調整項目が調整された時点で市民に説明していくということで、具体的には言わ

れませんでしたけれど、１人でも多くの参加を望みたいということでありました。先ほど

壇上でも言いましたように、質問の時間や意見の時間がなかったということでありますか

ら今度はぜひですね、それらを多く保障するように、また場所も回数ももっと増やしてた

くさん参加できるように、やられる方は大変でしょうがぜひお願いしたいということを要

望しておいて、１番の県央部合併について終わりたいと思います。 

それでは、市長の施政方針についてお尋ねします。１点目の一部分庁方式、これはも

う、こんなことはあり得ないと、この点では一歩も譲れないという市長の明確な御答弁が

ありましたので、ぜひその姿勢を堅持していただきたい。確かに市長が言われるように、

もし分庁などということになると、住民はあっちに行ったり、こっちに行ったり大変な不

便をしなきゃならないわけですね、いろんな場合。それから行政の立場から見ても非常に

非効率ということで、こんなことを認めたら、合併は効率を求めるために合併するんだと

いう、そもそもの目的から、反するようなことになると思うんで、これはぜひ市長の言わ

れた姿勢を堅持してもらいたいというふうに思います。 



 

─ 106 ─

それから２番目の当分の間の問題です。１０年程度以上を予測して、そのこともちゃ

んと相手に言ってですね、提案されたということでした。これは、私はそういうつもりだ

よということを言われて提案したというのは今初めて聞きましたので、相手もわかった上

でこれを拒否したということだと思います。 

私はこの問題をなぜ取り上げたかというと、以前の議会でも申しましたけれども、例

えば北九州市の例がありますね。北九州市が合併しました。北九州の５市が合併して北九

州市ができたわけですけど、最初の１０年間は本庁が戸幡にあったんですね。それからあ

と１０年間、小倉に移りまして、現在になっておるということなんです。物の本によりま

すと、やはり戸幡は小倉に本庁が移ってからは、非常に寂れたということは言われており

ます。そういうことになっては大変だと。 

ですから、この問題でもですね、交渉の場ですから、そして防府は何か譲れる物はな

いんかと言われて、そういうことを出されたということは理解できますけれど、防府市民

としては、時間を区切ってまたよそに行くとか、あるいは行かないまでもまたその時点で

ね、その庁舎問題が再燃してくるというようなことはですね、決して望まないわけであり

ます。特に山口市の合志市長の提案は５年はまず防府に、あとの５年は小郡にというんで

すが、１０年たったら山口市も本庁所在地として名乗りを上げるよと、こういう提案のよ

うでありますから、そういうことも考え合わせてみますと、１０年後にまた再燃、ガチャ

ガチャなったんではかなわないということではですね、市長の施政方針、そのまま受け止

めまして、断固防府に本庁ということを貫くというふうに理解しておきたいと思いますが、

この辺についてもし市長何かありましたらお答え願います。 

○議長（中司  実君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 先般の協議の場でも皆様方に私は説明したつもりでいたわけで

ございますけども、この庁舎の位置につきましては、総合支所とすると、これは住民の利

便性を考えてのことでございます。そして、本庁については既存の庁舎を活用するという

ことが合意されているわけでありまして、議員御指摘のとおり、その本庁をさらに分割す

るという形は、行政の非効率を招くと同時に、住民の皆様方にとっては利便性を著しく害

すということに相成ることではないかと、このように思っているところでございます。 

それから、これから先のことにつきましては、私はいつも申し上げていることでござ

いますが、総合支所そのものが果たしていつまでも続くものではないだろうと私は想定い

たします。私が生きておるやらどうやらわかりませんけど、総合支所のあり方、ありよう

についても議論する局面がいずれの時代かには必ず来る時が来る。 

そのころになれば、したがって本庁というものについても、また当然議論をされる時
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期が来るに違いない。私はそういうふうに考えておるわけでありまして、そうした時には、

まちづくりの計画性とか、あるいは住民の利便性とか、いろんなことを考えながら、そこ

ら辺の答えがまた出てくるのではなかろうか。私は、そのように考えているところであり

まして、現時点におきましては、防府市こそ本庁の位置としてふさわしいのであるという

ことを主張しておりますし、今後も一貫して主張してまいりたいと、そのように考えてお

ります。 

○議長（中司  実君） １６番。 

○１６番（木村一 彦君） わかりました。本庁の所在地については、今、市長が言われ

たように今後、遠い将来にわたってどうなるか、これは誰もわからんわけでありまして、

それはその時の市民や行政が判断すればいいことだと思いますが、当面、今、焦点となっ

ている、この本庁機能の所在をどこにするかという問題ではですね、スッパリ明瞭に、い

ろいろ留保条件をつけずに、施政方針演説で言われたように、庁舎は、本庁機能は防府だ

ということで姿勢を一貫して、簡単明瞭に貫かれるようにお願いしたいと思いますが、も

う一度その点について市長、お願いします。 

○議長（中司  実君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 何度も申し上げておりますが、この協議は相手様のあることで

ございます。そうした中において、防府市の主張はきちっと主張してまいりましたし、こ

れからもまいる所存でございます。 

○議長（中司  実君） 以上で１６番議員の質問を終わります。 

   ───────────────────────────────────────── 

○議長（中司  実君） 次は、１１番、安藤議員。 

           〔１１番 安藤 二郎君 登壇〕 

○１１番（安藤 二郎君） おはようございます。政友会の安藤でございます。それでは

通告に従いまして、山口県で開催されます第６６回国民体育大会について、それから合併

について、２点について質問をさせていただきます。 

最初に国民体育大会についてです。私はこれまで国民文化祭、国民体育大会、こうい

った国が主催するイベントは、これを契機としてといいますか、これらを道具として、地

域振興の手がかりをという願いが込められていると主張してまいりました。ですから、主

催する各県では、これらを機会ととらえ、あらゆる手法を用いて、ハード、ソフト両面か

ら全国に発信すべきプログラムを必死になって考えております。小野小学校が、素晴らし

い木造校舎として脚光を浴びております。恐らく、見学者が絶えることはないでしょう。

これを計画された松浦市長の英断には、心より敬意をあらわすものであります。 
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さて、しかし、このような小野小学校を正面にして、防府から木の文化を発信しよう

と何度私は語りかけたでありましょうか。振り向いてはいただけませんでした。山頭火と

なってしまいました。山頭火で一体防府の何を発信しようとするのでしょうか。全く理解

できないでおります。 

さて、７年後の２０１１年開催の国民体育大会をこのように惨めな結果に終わらせて

はなりません。防府市民挙げて、このイベントに取り組まなくてはならないと思うのです。

そこで質問です。第１点、防府で行われる開催種目についてですが、この開催種目の決定

経緯について説明をお願いいたします。 

 ２番、会場他の諸準備についてということですが、開催種目と会場、既設の会場あるい

はまた新設会場とあると思いますが、そこらあたりの関係はどうなっているのか。また、

運営経費は総経費として幾らかかり、防府がどの程度負担しなければならないのかという

ことです。 

 第３点、おもてなしについてということですが、この国民体育大会に入ってくる人数、

すなわち競技者、役員、応援者含めて、そういう人たちがどの程度入ってくるのであろう

かということと、それに伴いまして当然宿泊施設が伴ってまいりますが、そのあたりはど

う考えておられるか。恐らくホームステイなどという手法もとられるんではないかという

ふうに思われますが、そのあたりをお尋ねいたします。 

 ４番目、もたらされる経済効果についてということですが、この国民体育大会を防府市

において開催するにあたり、どの程度の経済効果が見込まれるかについてお尋ねいたしま

す。 

 最後に国体準備委員会の設置についてということですが、先ほども申しましたが、ホー

ムステイとか安全対策、いろいろ多くの準備事項があると思いますが、それらについて庁

内に国体の準備委員会あるいは準備室のようなものを設置される予定があるかどうか、そ

のあたりをお尋ねしたいと思います。 

これで体育大会については終わりまして、次は合併についてであります。 

法定合併協の協議も丸１年を経過して、２市４町で調整すべき事項については一部懸

念すべきことが残されてはおりますが、多くの項目について順調に推移しているものと推

察されます。委員の方々の御心労に対し、心より敬意を表したいと思います。 

さて、質問に入る前に一言申し上げたいと思います。こうした合併といった地方自治

にとって極めて重要な課題に対して、私たち議会人を含めて、為政者たる者、決してやっ

てはならないことはあると思います。それは何か。それは偏った情報を開示する、いわゆ

る情報操作によって人々を先導してしまうこと。さらに最も恥ずべきは、大衆迎合に陥る
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ことです。何が何でも、このことだけはやってはならないと思います。ささいなこととは

申せませんが、十分な議論をすることもなく、大見出しだけをマスメディアに乗せてしま

うことごときは、とても容認できるものではありません。 

私は、地区の方々に対して避けて通ることのできないこと、合併の有用性について本

当に丁寧に、ことしに入ってからでも１０回にわたって説明会を開いてまいりました。多

くの方々から本当によくわかりましたと御理解をいただいております。我々議会人を含め

て、為政者たる者がこうした時期に合併は是か非かといったことを軽々に口にすべきこと

ではないと思うのであります。 

さて、それでは質問に入ります。主として住民説明会のあり方、そして新しいまちづ

くりについて質問をいたします。住民は、自治体行政のオーナーであり、自分たちででき

ないことを行政という組織に信託してやらせている立場でございます。納得のいく説明を

しなくてはなりません。 

 まず第１点、合併までのスケジュールについて。これまでの協議会、小委員会の状況を

踏まえて、これから先、合併までの全般スケジュールについてお尋ねをいたします。 

 第２点、住民への説明会の時期・期間・方法についてです。住民への説明会の時期・期

間・方法についてお尋ねをいたします。参考までに一昨年行われました合併に関する地区

説明会における動員数についてもお尋ねをいたします。今回の場合は、昨年、一昨年の場

合と異なり、動員数もかなりの変動があると予想され、それらの手法は変更する必要があ

るんではないかと思われますが、いかがでしょうか。 

 第３点、説明会での内容についてです。私は、住民への説明について次の２つの疑問に

ついてわかりやすく丁寧に説明しなくてはならないと思います。すなわち一つは、合併に

よって住民の生活はどう変わるのか。もう一つは合併によってまちの姿は、どう変わるの

か。この２点の疑問を解かなければならないと思います。最初の住民の生活は、どう変わ

るのかにつきましては、これまで多くの調整項目を通して、一部なお懸念すべき事項があ

るにしても十分な説明ができると思われます。その調整すべきすべての情報は、役所の中

にありますから容易に説明は可能だと思います。 

ところで一方、後者、まちの姿は、どう変わるのかという疑問に対して、どのような

説明をされるのかお尋ねをいたします。といいますのは、合併という施策は例えるならば、

水素と酸素を化学反応させると水ができます。これは皆様よく御存じのことでございます。

このように合併によって全く異質のまちをつくることをやろうということなのです。水素

がやたら多くても反応しませんし、酸素が多くてもできません。ですから防府のためにな

るのかと、山口のためになるのか等と巷間盛んに言われておりますけれども、こんなこと
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は全くナンセンスな問題なのでありまして、大事なことは、適切な反応をさせて水をつく

ること、すなわち異質なまちをつくり上げることなのです。水素と酸素を並べておいただ

けでは水はできませんし、同じように６つのまちの計画を貼り付けても新しいまちの姿は

見えないのです。水の姿が見えれば、次はその水質はどうか、そこまで迫ることはできま

す。さて現状、水が見えておりますでしょうか。お尋ねをいたします。 

 第４点、新しいまちづくりのための専従プロジェクトチームの立ち上げについてでござ

います。今、申し上げましたとおり、合併は異質のまちをつくり上げるための一つの手段

です。そのため最近では、まちづくりと言っても、その手法は大きく変貌を来しておりま

す。どのように変貌しておるのか、少しばかり考えて見ましょう。 

まず第１点、「モデル型まちづくり」というまちづくりは効力を失い、それにかわって

「地域資源型まちづくり」というまちづくりが主役となってまいりました。すなわち「モ

デル型まちづくり」が効力を失ったということは、一定程度生活基盤が整備されますと、

一つの地域の事例が他の地域の成功に結びつかないということなのです。 

例えば、中心市街地活性化対策も例外ではなく、同様な兆しが見えております。防府

駅北開発は、モデル型まちづくりの全国でもまれにみる最後の例であり、ひょっとすると

前世紀の遺物となるかもしれないくらい時代は変化しております。 

では、「地域資源型まちづくり」とは、どんなまちづくりなのでしょうか。それは、私

たちがこの地域で暮らしていけるのはなぜなのかということを分析することから始まり、

どんな資源が眠っていて、どこまでそれを活用できるのか。どんな資源が足りなくてどこ

からどんな資源を入れなくてはならないのかということを考えるまちづくりです。この県

央には、豊かな水をたたえた川があります。膨大な森林資源があります。先人が築いた干

拓をはじめとする広大な平野があります。長大な海岸線があります。それに加えて豊富な

人材があります。高齢者という人材もあります。あり余るほどの豊富な資源が眠っている

ではありませんか。こうした資源を掘りおこし活用することこそが「地域資源型まちづく

り」であり、新しいまちづくりの形なのです。箱ものをつくったり、道路の整備をするこ

とが新しいまちづくりではないのです。 

このまちをどうするのかというモデルは、この地域にしかなく、ほかのどこにも存在

しないのです。このことは、「モデル型まちづくり」の終えんということです。先ほど同

僚議員の質問に対して、松浦市長も申しておりますし、１６年度施政方針の中でも合併に

よって潜在する都市の個性や魅力、そして地域の活力を引き出すことと述べておられます。 

 第２点、バランス型のまちづくりも効力を失いました。これまで均衡ある国土の発展と

いう目線に向かって進んでまいりました。しかし、もはやそういう時代ではなく、その地
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域にとって必然性のあるまちづくりを目指さなければならないのです。それには、バラン

ス型にかわって身の丈に合ったまちづくり、「特化型まちづくり」でなくてはなりません。

「特化型」というのは「すずと、小鳥と、それからわたし、みんなちがって、みんない

い」金子みすずの世界であり、ＳＭＡＰが歌う「世界で１つだけの花」が大ヒットしてお

ります。この世界です。そもそもが分権型社会というのは、そのような価値観、自分のこ

とは自分でするという自己決定権を前提としているのであります。松浦市長の施政方針の

中でも、個性や独自性のない地域や、物や情報が通り過ぎ、時代からとり残されますと述

べておられます。 

第３点に、計画型まちづくりの行き詰まりです。一定期間の幅をとって計画するとい

う手法は、人口がどの程度ふえ、ＧＤＰがどの程度ふえるかという高度成長期の遺産であ

って、ゼロ成長、少子高齢化社会にとっては適用できなくなった手法です。そうではなく

て、新しい型、「メルクマール型まちづくり」に転換しなくてはなりません。「メルクマー

ル型」というのは、政策形成のプロセスや基準、指標を策定しておく手法です。 

さて、このようにちょっと考えただけでも、もはやこれまでのまちづくりの手法は、

失われてしまったといっても過言ではなく、新しい価値観のもと、その地域の資源の活用

による個性的なまちづくりのための手法を採用しなくてはなりません。新市の事務所のあ

るところは、非常に発展するなどといったことは何ら裏付けのない話であります。しっか

りした理論形成をしなくてはなりません。生半可な作業ではとてもできるものではないの

です。地域のことを熟知している人たちの知恵、あるいは新しいまちづくりへの新しい価

値観を持った人たちの知恵などたくさんの人たちの知恵を結集して、今こそ新たなパラダ

イムを構築しなくてはならない時なのです。それなくして、とても新しいまちの姿は見え

てまいりません。 

そこでお尋ねいたします。新しいまちづくりのために専従プロジェクトチームを立ち

上げてはいかがかと思われますが、どのようにお考えでしょうか。お尋ねをいたします。

以上で壇上よりの質問を終わります。 

○議長（中司  実君） １１番、安藤議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

         〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 私からは、県央の合併協議に関する御質問にお答えいたします。

まず合併までのスケジュールについてでございますが、合併協議も去る２月２６日に開催

された協議会で１４回を数え、平成１５年度事業といたしましては、３月２５日の第１５

回協議会を残すのみとなっております。今後合併協議が順調に進み、合併協定項目すべて

について確認がなされた時点で住民説明会やアンケート調査を実施し、その後合併協定書
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の調印を行い、２市４町の各議会で議決していただくことになります。そして、県、国へ

の届出とともに新市誕生に向けての事務事業の調整を行い、現時点では平成１７年３月３１

日までの合併を目標とするスケジュールとなっておりますが、今後の合併協議の進捗によ

っては若干の予定の変更があろうかと考えております。 

次に２点目の住民説明会の時期、期間、方法等についてのお尋ねですが、先ほど申し

上げましたように合併協議が順調に進み合併協定項目すべてについて確認がされた場合に

は、市民の皆様に対して情報提供や説明会及びアンケートを実施したいと考えております。

今回の場合は、法定協事務局からも新市建設計画についての説明会も予定されており、会

場や時期、方法等につきましては今後具体的に検討してまいりたいと存じます。ちなみに

平成１４年度の市政懇談会は、平成１４年の７月１３日から８月２３日まで、約１ヵ月半

かけて市内１５地域で開催いたしまして、全体で１,０３８名の市民に参加していただき

ました。 

３点目は、説明会での内容についてですが、ここでは４２の全協定項目、内訳で言え

ば約３２０の事業について調整が行われておりますので、この概要について御説明すると

ともに、まちの姿、いわゆる新市のまちづくり計画についてお示しすることになろうかと

存じます。お尋ねのまちの姿につきましては、新市の将来都市像を「多彩な夢をともに創

る 世界に伸びゆく新県都」とし、全市域を山口市を核とする「うるおいと価値創造エリ

ア」、防府市を核とする「憩いと活力創造エリア」、小郡町を核とする「にぎわいと交流創

造エリア」、徳地町を中心とする「自然と人の共生創造エリア」の４つのエリアに分け、

「快適、共生、自立」を基本理念に、地域それぞれの特性を生かしたまちづくりを進める

こととなっております。 

４点目の「新しいまちづくり」のための専従プロジェクトチームの立ち上げについて

ですが、現在、新市建設計画検討小委員会で検討されております新市まちづくり計画は、

合併協定項目の１つであることから、合併の調印までには策定が求められるものでござい

ます。議員御提案のプロジェクトチームの立ち上げにつきましては、これは合併後のこと

ですが当然想定されることだと考えております。残余の御質問につきましては、教育長よ

り答弁いたします。 

○議長（中司  実君） １１番。 

○１１番（安藤 二郎君） 最初に合併までのスケジュールについてということですが、

今、市長が説明された中に、時間軸が出てなかったので、時間軸をそれに加えていただき

たい。すなわち住民説明会は大体いつ頃されるのか、その辺のところをお尋ねしたいのと、

もう一つは、実は先日、山口においてトップセミナーがありました。そのときに総務省の
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高官の話がありまして、今、合併は西高東低に推移しておる。西部はかなり進行しておる

が、東部においてはあまり進行してない。その進行対策として、１７年の３月までに議決

をすれば１年間合併の期限を延ばしてもいいような話がございます。この件について、そ

の可能性についてと、そうなったらこのスケジュールはどうなるのか、そのあたりをよろ

しくお願いします。 

○議長（中司  実君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） まず時間軸と申しますか、タイム的な意味での時間軸をおっし

ゃっておられるのかと思いますけれども、協定項目すべての確認が終わった段階で住民説

明会に入るということでございます。そして、詳しく御説明をさせていただいて議決をい

ただく。その確定された時点が、仮にこの３月３１日までにすべてが確認されたと言うこ

とになりますれば、直ちに住民説明会の準備に入るようになろうかと思います。準備期間

１ヵ月かそこらはかかろうかと思います。それがもし６月にすべての協議が終えられれば、

１ヵ月間ぐらい時間をおいて８月ぐらいからというふうな形の時間軸になっていくんでは

ないかと、このように考えております。 

それから、今の通常国会に上程されております合併特例法の延長の問題でございます

が、審議の状況あるいは結果を見ないと、どうとも申し上げることは難しいわけでござい

ますけども、今、議員が御指摘になられたような状況で、国会において議論されるやに承

っているところでありまして、そうした状況になればその期限内の目標、しかもなるだけ

早い状況の中で合併を成立させていきたいと、そのように考えているところでございます

が、いずれにいたしましても、今、協議をしております事柄、あるいはまだ決められてい

ない事柄、そしてまたいろいろなほかの作業等々から考えていきますと、１７年３月とい

うことでいくということは大変厳しい状況であるというふうに認識をいたしておるところ

でございます。 

○議長（中司  実君） １１番。 

○１１番（安藤 二郎君） 次の住民説明会の時期、方法についてですが、時期はともか

くとして方法ですけれども、説明会用の小冊子あるいはパンフレット、そういったものを

作成される予定があるかどうかということと、それから一昨年行われた集会が１,０００人

そこそこいうことになりますと、防府の人口の何％に当たるかはすぐ計算できますが、そ

の１０倍ないし１００倍ぐらいの人間を集めないと次の説明会は無理だと思いますが、何

かいい方法があるかどうか、考えておられるかどうかお尋ねいたします。 

○議長（中司  実君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 当然パンフレット、説明の書類はお配りをいたすようになろう
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と、そのように思います。 

それから１,０００人の人数について、もしこれが１００倍ということになれば市民全

部になりますから、大変なことになるわけですけども、法定協の方からも事務局が参りま

して、多分それは公会堂のような大集会場で行うようになろうかと思いますけども、その

ような説明会。あるいはまた私どもがいろいろな団体に呼びかけながら説明会をしていく

ということも先ほども申し上げたとおりでございまして、市民の関心も極めて高いところ

から、当然前回よりはかなり多くの市民がその説明会に御出席いただけるものと確信をい

たしておりますが、いろいろな方法をさらに模索してまいりたいと、そのように思ってお

ります。 

○議長（中司  実君） １１番。 

○１１番（安藤 二郎君） わかりました、どうも。それでは、新しい手法をですね、い

ろいろ考えていただきたい。要望をしておきます。 

それから、まちの姿はどうなるかという話で質問しましたけれども、これは市長さん

は新市まちづくり計画の素案を読まれましたに過ぎないわけで、御自分もおっしゃるとお

り、潜在する都市の個性や魅力を、あるいはまた地域の活力を引き出すことだというふう

に言っておられる割りには、言われているまちの姿が全くそういう姿ではないということ

を私は指摘しておるわけですから、その点についていかがかという質問でございますので、

もう一度ひとつよろしくお願いします。 

○議長（中司  実君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 議員、壇上からの御質問で、水にたとえていろいろ御説明、御

質問、展開されたわけでございまして、私も果たして私の答弁で水の姿が見えたでしょう

かと、こう問うてみたくなるぐらいの感じで答弁をしたわけでございまして、水の姿、そ

してまたその水質までは到底見えていないよとおっしゃるお気持ちは、よく理解できると

ころでございますが、現時点、合併協議を進めております私どもにとりましては、そうい

う非常に漠然とした状況をまずは描き、それが概念としてお互いの共通認識となり、そし

てその中から市民、住民の方々のいろいろな議論が沸き起こってくることを期待している

ところでございまして、まさに今議員がおっしゃいましたような観点からのいろいろな御

意見やお気づきなどをお寄せいただく中から、そのようなものがしっかりとまた確定され

ていき、水の質にまでなっていくのではないかと、そんなふうに思っておりますので、申

し上げました内容に魂を入れていただくように、よろしくお願い申し上げる次第でござい

ます。 

○議長（中司  実君） １１番。 
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○１１番（安藤 二郎君） 意気込みはわかりましたけれども、住民説明会は遅くとも８

月ぐらいまでにやるんだということであるならば、そのような水の姿は恐らく見えないま

まであろうというふうに予測はできます。 

ところで４番目に移りますが、新しいまちづくりのあり方について、一つ提案という

か質問ですけれども、実は住民サービスを低下させないということで総合支所方式をとら

れました。総合支所方式をとるということは、行政改革上非常に問題がある点でありまし

て、これは何で補うかというとですね、実は補うものがありましてですね、これは、ＩＴ

によって補ってもらいましょうやという話なわけです。コンピュータシステムと申します

と、常に合併において統合システムの話ばかりをされますけど、実はそうじゃなくてＩＴ

を活用することは、総合支所においてＩＴをいかに活用するか、これが行革の中心になっ

てくるんではないかと思うわけです。 

それで、実は先ほどの施政方針の中で市長は、地域情報化の推進あるいは広報広聴活

動の中で、ホームページの充実活用ということに触れられております。しかし、ホームペ

ージというのは、情報伝達の一つの手段に過ぎないのであって、これは第２次的手段であ

るということでございます。ＩＴを活用するとはどういうことかと申しますと、もちろん

ホームページの活用も大事なんですけれども、ＩＴというのはむしろ、「ＩＴの力を活用

してコンピュータがどっちを向いているかわからない人たちにも、ひとしく情報を提供で

きるシステムをつくり上げること」これをＩＴの力によってやってほしいということがコ

ンピュータシステムをいかに活用するかということにかかるわけでございます。この点の

視点がちょっと欠けているんではないか。その辺について計画がもしあるならば御返答お

願いします。 

○議長（中司  実君） 総務部長。 

○総務部長（嘉村 悦男君） 合併における総合支所の充実ということですが、さきの本

会議ではホスト等も申し上げましたが総合支所の充実ということでございます。合併協議

においては、やはりホストと端末といったものについては、きちんとそのシステムは確立

していかなくてはいけないというふうに思っております。議員さん御指摘のようにその中

にあって、いわゆるＩＴ化ということについては、当然これからシステム統合が終わった

段階で支所の端末機の利用形態について、その中身について充分協議をしていきたいとい

うふうに思っておりますし、その中でＩＴ化についてきちんと計画等を打ち出していきた

いというふうに思います。いずれにしましても、まずは端末機の統一化と現在の市町で行

っているサービスの低下は来さないというのがまず第１にまいりまして、その上の付加価

値については、できるものからというふうに考えております。 
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○議長（中司  実君） １１番。 

○１１番（安藤 二郎君） 具体的な話はないようですので、一つの具体的な例を差し上

げますので検討していただきたいと思います。２市４町が合併をしまして議員の数は１３０

人になる。議会はどこでやるかという話が上がってまいりました。私は簡単なことだ、テ

レビ議会をしなさいと申し上げました。「そんな金があるか」とある人は言いました。し

かし、極めて安い値段でそんなことはできるはずでございます。テレビ議会に容易にでき

る、それはどういうことかというと、一つの支所機能を高めるための先鞭としてその装置

を１回つくってみたらいいと思う。いかに支所が大事であるかということがそのシステム

をつくることによってわかってまいります。例えばそういうふうなことを例にしながら、

ぜひ支所機能を高めるためのコンピュータシステムの改善を図ってもらいたいというふう

に希望いたします。以上で終わります。 

○議長（中司  実君） 以上で２の合併についてを終わります。次に１の第６６回国民

体育大会についての答弁を求めます。教育長。 

         〔教育長 岡田 利雄君 登壇〕 

○教育長（岡田 利雄君） 国民体育大会について５つの御質問をいただきましたが、始

めに防府市で行われます競技種目とその決定方法についてお答えいたします。 

県国体準備委員会から防府市の開催希望競技種目の報告を求められました。防府市教

育委員会では、平成１４年３月、防府市体育協会臨時理事会を開催し、競技団体の開催希

望を聴取した結果、バレーボール、陸上競技、バスケットボール、軟式野球、自転車、サ

ッカー、馬術、銃剣道、テニス、クレー射撃そして水泳の１１競技団体から意思表示があ

りました。 

防府市教育委員会では、県作成の会場地市町村選定基本方針を参考に、防府市独自の

５段階の評価基準を作成し、庁内関係者による優先順位付けを行いました。その結果１位

にバレーボール、２位陸上競技、同率３位にバスケットボール、軟式野球、自転車となり、

計５種目を優先競技種目とし、さらに馬術、サッカー、クレー射撃、銃剣道、テニス、水

泳の６競技種目を加え、県国体準備委員会に希望競技種目として提出いたしました。 

防府市からの希望競技種目を受けて県国体準備委員会は、国体開催方針や会場地市町

村選定基本方針をもとに、まず平成１５年２月の第１次選定において、自転車トラック競

技を防府競輪場で開催することを内定しました。 

また同委員会は本年２月の第２次選定において、バレーボール少年女子は防府高等学

校及び誠英高等学校体育館で、バスケットボール少年女子は防府スポーツセンター、多々

良学園高等学校及び防府西高等学校体育館で、軟式野球青年は防府スポーツセンター野球
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場でそれぞれ開催することを内定しました。 

２番目に会場地や他の諸準備についてお答えいたします。開催会場の競技施設につき

ましては、可能な限り現有施設を使用することが前提となっております。しかしながら、

防府スポーツセンター体育館は、築後３０年を経過していることもあり、体育協会等から

は国体開催にふさわしい多目的に利用できる新体育館の新設の要望も出されております。 

さらに運営経費につきましては、３分の２を県が、残りの３分の１を開催地が負担す

ることになっております。過去の開催県の例により試算いたしますと、防府市引き受け種

目の全体運営経費は、約１億６,０００万円と想定され、そのうち３分の１の約５,３００

万円が防府市の負担と予想されます。 

３番目におもてなしについてお答えいたします。既に内定しております４競技種目の

開催により、防府市にお迎えし、宿泊が予想される選手、監督、役員及び応援者につきま

しては、選手、監督は約２,０００名、競技役員約５００名、大会関係者や応援者２,０００

名程度が見込まれます。  

さら に防 府市 の宿 泊施 設に つき まし ては 、現 在１,５００人程度が宿泊可能との認

識をしておりますが、開催時に不足する宿泊施設につきましては、過去の開催県で実施さ

れました民宿や公民館に宿泊する方法についても、今後関係機関と協議を進めたいと存じ

ます。 

４番目に、もたらされる経済効果でございますが、国体開催期間中に防府市の会場を

訪れる選手、役員、関係者及び観客の総数は、約３万人程度を見込んでいます。仮想では

ありますが、防府市に１泊８,０００円程度で宿泊される選手、監督、競技役員、関係者

の方々が４,５００人おられますと、３,７００万円となり、２日あるいは３日滞在されま

すと１億数千万円になるなど、宿泊においてもかなりの経済効果が見込まれると予測され

ます。 

最後に国体準備委員会の設置につきましては、県国体準備委員会から市国体準備委員

会をおおむね国体開催６年前の平成１７年度までに設置するよう指導を受けております。 

なお県国体準備委員会は、開催会場が決まっていない水泳、馬術、ホッケー、山岳、

クレー射撃、ライフル射撃の６競技について、県の適地選定部会において検討を行い、

１６年度中に決定する予定となっております。以上でございます。 

○議長（中司  実君） １１番。 

○１１番（安藤 二郎君） 開催種目の決定の過程で防府市に何を引き受けるかという話

で５段階評価をされているというふうに言われましたけれども、どのような評価方法でし

ょうか、お尋ねいたします。 



 

─ 118 ─

○議長（中司  実君） 教育長。 

○教育長（岡田 利雄君） お答えいたします。防府市では、県の依頼を受ける前に先取

りする格好でもって、種目の選定の基準を設けました。柱を５本立てておりますけれども、

１つは競技団体から要請のある種目であること。２つ目が、競技施設は可能な限り現有施

設を活用するということ。３つ目が、競技施設を整備拡充し、もしくは新設する場合は大

会後においても市民に広く活用できること。４つ目は、市民に広く受け入れられ同意が得

られやすい種目であること。最後に競技実績のある種目であるというこの５本の柱を立て

まして、項目的には競技団体という項目、それから施設という項目、そして市民ニーズと

いう項目、そして競技実績という項目でそれぞれ中を５項目の選択肢をつけまして、１か

ら５の段階まで点数の差をつけて評価したものでございます。 

○議長（中司  実君） １１番。 

○１１番（安藤 二郎君） ありがとうございました。会場等の諸準備についてですけれ

ども、先ほど新しい多目的な体育館を建設する要望を出しておるというふうな話がござい

ましたが、市としては、これはどういうふうに対応されるのか、市長の御意見をお伺いい

たします。 

○議長（中司  実君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 現在の体育館が３０年経過しておるということ、そして市民の

ニーズが体育館に対して大変強いものがあるということ、よく承知をしているところでご

ざいまして、極めて厳しい財政状況でございますが、私どもといたしましては、何とか国

体の開催時までに体育館というものが建設できるといいなあという思いを強く抱いて、他

の施設あるいはほかの市民の御要望との整合性あるいは優位性等々を慎重に協議をしてい

るさなかでございます。 

○議長（中司  実君） １１番。 

○１１番（安藤 二郎君） ぜひとも実現に向けて頑張っていただきたいというふうに思

います。 

それから、宿泊施設についてですけれども、１,５００人程度ということですが、ホー

ムスティの予定はないのでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（中司  実君） 教育長。 

○教育長（岡田 利雄君） 先ほど壇上から申しましたが、まあ民宿という言葉に当ては

まるかはどうかわかりませんが、これとの絡みの中でホームスティということも視野に入

れながらの検討をさせていただきたいと思っております。 

○議長（中司  実君） １１番。 
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○１１番（安藤 二郎君） それから、まだ開催地の決まっていない種目が６種目あると

いうことですけれども、その中で特に防府としてはこういうものを希望したいというふう

なことが今、念頭にあるかどうか、お尋ねをいたします。 

○議長（中司  実君） 教育長。 

○教育長（岡田 利雄君） 先ほどから、壇上で申し上げましたが１１競技団体の御意思

を拝聴しておるわけでございまして、もし防府市の方にということになれば、当然のこと

ながらその団体の方ともまた御相談を申し上げた上でですね、決定させていただきたいと

思っております。 

○議長（中司  実君） １１番。 

○１１番（安藤 二郎君） それは１６年度中に決定ですから、既にどういうことを希望

したいということは考えて、いつ頃そういうことをされるんでしょうか。 

○議長（中司  実君） 教育次長。 

○教育次長（山下 州夫君） 先ほど教育長の答弁にありましたように、２次選定までは

済んでおりまして、残りの６競技につきましては、１６年度中に決定するというふうに県

の国体準備委員会からは回答を得ております。それといま一つは、先ほど答弁がありまし

たように、もう今いただいておる種目で防府市での宿泊、そういったものはもう満杯にな

るということでございまして、その辺も今からの問題になろうかというふうに思います。 

○議長（中司  実君） １１番。 

○１１番（安藤 二郎君） 実は、私の友人で実際に国体に参加した人たちの話、それか

ら応援に行った人たちの話で、そのいずれの方もホームスティをされた方なんですけれど

も、その方の話を聞きまして少しだけ質問といいますか、要望をしておきたいと思うんで

す。これは、第６６回国民体育大会開催方針の実施目標の６項にですね、「全国の友を温

かく迎え、新たな交流親善の輪を広げるとともに、本県の美しい自然、多彩な歴史、文化

や元気あふれる姿を全国に紹介する」という項が入っております。これに対応するために

どういうふうな計画をお持ちか、何かございましたら、ということですが、恐らくないで

しょうから、こちらから提案いたしますが、その友達から情報を得たんですけども、必ず

その土地のおみやげを持って帰っていただいております。それもしかも腹におさめるおみ

やげではなくて、きちんと末代まで家の中でちゃんと保存のできるおみやげ、そういうも

のをもらって帰っております。じゃあ、ところで防府市では、何を皆さんにおみやげにす

るんでしょうか。それは私は非常に不安であります。そこで、せっかく今から２年後には

国民文化祭もございます。国民文化祭に合わせるとともに体育大会も考えて、ぜひおみや

げをつくろうではないかという提案をしたいと思うんですが、その辺のところ、市長さん、
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どういうふうにお考えか、お尋ねをいたします。 

○議長（中司  実君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 突然の御質問で、私はおみやげ大好きでございますので、記念

に残る物、ぜひあるといいなと思っているわけでございますが、それぞれお好みもあるこ

とですから、あれこれと、これということを今、申し上げることもできないんですけれど

も、防府市の地域性を生かした、そしてそれをもらわれた方がとても最後まで大切にされ

るような、そういうふうなものを模索をさせていただきたいと、そのように思っておりま

す。 

○議長（中司  実君） １１番。 

○１１番（安藤 二郎君） 同じことを教育長、よろしくお願いします。 

○議長（中司  実君） 教育長。 

○教育長（岡田 利雄君） 議員御提案の趣旨を十分に踏まえながら、関係の方々と御相

談申し上げながら、印象に残る大会または末代まで大事にしていただくようなものの作成

をお願いしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（中司  実君） １１番。 

○１１番（安藤 二郎君） これはですね、我々だけで考えるのではなくて、１年なり２

年なりですね、皆さんに募集をかけて、こんな素晴らしい物があるよということを皆さん

から情報をいただいたらどうかということを提案をいたしまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（中司  実君） 以上で、１１番議員の質問を終わります。 

ここで、昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

               午前１１時５０分 休憩 

   ───────────────────────────────────────── 

               午後 １時    開議 

○副議長（田中 敏靖君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。議長が所用のため、

副議長の私がかわって議事の進行をさせていただきます。 

 午前中に引き続き、一般質問を続行いたします。５番、山本議員。 

         〔５番 山本 久江君 登壇〕 

○５番（山本 久江君） 日本共産党の山本久江でございます。それでは通告に従いまし

て一般質問を行います。 

まず最初に新年度予算案について。国の三位一体の改革の影響についてお尋ねをいた

します。 
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昨年６月に閣議決定をされました経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３

では、２００４年度から６年度の３ヵ年間に国庫補助負担金をおおむね４兆円廃止・縮減

することを中心に地方交付税制度の見直し・縮減、税源移譲を含む税源配分の見直しを三

位一体で進めていくことを打ち出しました。その実質的な第一歩である来年度の国の予算

では、地方交付税と臨時財政対策債で約２兆８,６２３億円の大幅減。国庫補助負担金は、

１兆３１３億円の減で、その一方で税源移譲は４,５０７億円にとどまりました。地方交

付税が臨時財政対策債を含みますけれども、前年度より減るのは１１年ぶりで、しかも

１２％もの削減はかつてないものでございます。 

こうした大幅な削減が、地方自治体の財政運営に大きな影響を及ぼし、２月９日には

全国知事会が４４都道府県の合計で２兆６,１６０億円の財源不足が発生すると発表をい

たしました。知事会会長は、「これでは三位一体改革とは名ばかりで三位バラバラ改悪だ」、

このように国の姿勢を批判をいたしまして、追加的な財政措置を求めたと報道をされてお

ります。 

そこでお尋ねをいたしますが、国の三位一体の改革が我が市の新年度予算にどのよう

に影響をもたらしているのか、その内容とそれに対する市の見解について御答弁をお願い

をいたします。 

 次に清掃行政についてお尋ねをいたします。まず第１に、今後のごみ処理施設の整備に

ついてお尋ねをいたします。 

近年、住民の消費生活の向上や生活様式の変化などによってごみは発生量の増大とと

もに内容的にも、質的にも複雑・多様化してきております。一方、大量生産、大量消費そ

して大量廃棄といった生産活動やライフスタイルの見直しが進みまして、リサイクル社会

に向け、ごみの減量化への取り組みも進められております。 

こうした中で、我が市のごみ焼却施設は昭和５７年、破砕処理施設は昭和５４年の建

設であることから、老朽化が進みまして、総合計画の中でも施設の機能保持と適正管理に

努めつつ、リサイクル機能を備えた施設の更新が必要であるとして、これを進めることと

いたしております。 

市民生活に欠かせないごみ処理の施設改修につきましては、今後どのように進めてい

かれるお考えなのか、御見解をお伺いをいたします。 

第２にごみの分別収集についてお尋ねをいたします。 

資源循環型社会の形成のためにごみの発生抑制・リデュース、再使用・リユース、再

生使用・リサイクル、こういうことが大切だと言われてきております。市民の協力が進み

まして、平成１１年４月から缶、瓶、新聞、雑誌、そして段ボールの分別収集が始まりま
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して、平成１２年１０月からは、ペットボトルの収集が開始をされました。その結果、平

成１３年度実績では、２,０１０トンが収集をされ再資源化されてきております。我が市

には、平成３年から進められております廃棄物資源化推進事業とともに、ごみの減量化と

資源の再利用という市民の意識と取り組みは大きく高まっております。容器包装リサイク

ル法では、対象廃棄物についてさらに飲料用の紙製容器やその他プラスチック製の容器な

ど示しておりますけれども、市として今後の計画をどのように考えておられるのか、お尋

ねをいたします。 

 次に、第３点目は教育行政にかかわって、教育施設の充実についてお尋ねをいたします。

まず１点、老朽化した屋内運動場の改築についてお尋ねをいたします。 

教育施設の整備につきましては、「総合計画では児童・生徒の安全の確保に向けた施設

設備の点検整備に努め、児童・生徒及び地域住民が利用しやすい、地域に開かれた学校施

設の整備充実を計画的に進める」このように書かれてございます。実際に、市内小・中学

校の屋内運動場や講堂は授業だけではなく部活動や保護者、地域住民の文化・スポーツの

交流の場として、多いに利用をされております。 

ところが施設の中には老朽化が進み、最も古い学校では築後４２年経過をし、また築

後３９年が２校と、まさに補修だけではすまされない状況が続いております。地域からの

改築を求める要望も大きく、これまでも繰り返し議会でも取り上げられてまいりました。

平成１３年９月議会の私の質問に対しては、「そろそろ改築を検討しなければいけない時

期に来ている学校は５校ある。国庫補助の関係もあるけれども財源確保に努め、できるだ

け早い時期に改築できるように努力したい」このように答弁がされております。その後、

築後３８年となる桑山中学校は改築の方向が打ち出されているものの、ほかの学校につい

ては改築のめどが立っておりません。これまでの答弁にあるように計画的に進めるという

ことであれば、今後どのように改築を進めていかれるのか、その点をお尋ねをいたします。 

 ２つ目に小・中学校の校舎、屋内運動場の耐震診断と改修などの計画について質問をい

たします。 

平成１７年度末までに昭和５６年以前の建築で旧耐震基準により設計された市内の小

中学校のうち、校舎が２１校５４棟、屋内運動場が９校について、今年度から３ヵ年で第

１次耐震診断が行われております。これまで全国的にも耐震化の推進につきましては大変

遅れておりましたけれども、ようやく取り組みが始まりました。その進捗状況と今後の耐

震改修について、どのように検討されていくのかお尋ねをいたします。以上大きく３点質

問をさせて頂きました。積極的な御回答がいただけますように、よろしくお願いをいたし

ます。 
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○副議長（田中 敏靖君） ５番、山本議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

         〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 私からは新年度予算案についての御質問にお答えいたします。 

 新年度予算におけるの国の三位一体の改革についての影響はどのようになっているのか

との御質問でございますが、国庫補助負担金の一般財源化に伴う削減額が１億７,８００

万円程度、地方交付税の見直しにかかわる減少額が前年度当初予算に比べまして６億円、

合わせて約７億７,８００万円の影響が出ております。その一方で国庫補助負担金の一般

財源化といたしまして、所得税の一部が新たに所得譲与税として地方に配分されることと

なり、本市の場合１億９,７００万円の税源移譲が見込まれますので差し引きいたします

と、約５億８,１００万円の歳入減となる見込みでございます。 

 次に今回の三位一体改革に対して、どのような見解をもっておられるのかとのお尋ねで

すが、三位一体の改革は国庫補助負担金、地方交付税、そして税源移譲を含む税源配分の

あり方、これらの３者を一体的に検討していく主旨のものであり、国、地方を通ずる行財

政改革の一環としてのみならず、地方にできることは地方にゆだねるという地方分権推進

の視点が私は特に重要であると考えており、自立した地方自治を確立し、真の意味での地

方分権を実現するためにも、税源移譲については権限移譲と一体的かつ確実に進められな

ければならないと考えております。 

その点からいたしますと、今回の措置は、国庫補助負担金や地方交付税が大幅に見直

された一方で、税源移譲は小幅にとどまっており、容認しがたく、甚だ遺憾に思っていた

ところでありまして、先月２５日には県市長会から緊急要望として地方の意見の十分な反

映、的確な財源保障について国に要望書を提出したところでございます。なお、この三位

一体改革により本市の財政についても今後厳しさが増すことが予想されますので、引き続

き限られた財源の効率的・重点的な執行に留意し、健全な財政運営に努めてまいりたいと

存じます。残余の御質問につきましては、担当部長より答弁いたさせます。 

○副議長（田中 敏靖君） ５番。 

○５番（山本 久江君） それでは、再質問をさせていただきます。市への影響額が差し

引き５億８,１００万円と、大変な影響額だというふうに感じております。そこで、もう

少し詳しく立ち入って質問をさせていただきますが、削減されました国庫補助負担金、こ

れは御答弁をいただきましたように１億７,８００万円、こういうふうにお答えいただき

ましたが、この削減された国庫補助負担金の内容について、もう少し御説明をしていただ

けたらというふうに思います。 

○副議長（田中 敏靖君） 財務部長。 
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○財務部長（中村  隆君） それではお答え申し上げます。主なものでございますが公

立の保育所運営負担金、これが国分が７,８００万円、県分が３,９００万円、それから児

童手当・児童扶養手当事務委託金６２０万円、介護保険事務交付金３,５００万円、生き

がい活動支援通所事業費、これが１,６８０万円、大体これが主なものでございます。 

○副議長（田中 敏靖君） ５番。 

○５番（山本 久江君） 御説明がありましたように国庫補助負担金の中で我が市にとっ

て一番大きい影響があるのが、公立保育所の運営費だという御説明でございます。 

そもそも国庫補助負担金というのは、地方財政法をひもとくと出てくるわけですけれ

ども、国が進んで経費を負担する必要があるという、いわゆる負担金ですね、１０条に規

定する負担金、それから１６条に規定するような国が地方自治体に援助的に交付する経費、

いわゆる補助金、この２つがあると思うんですが、もし負担金であれば、その支出は法律

や政令によって義務づけられております。この公立保育所の運営費もまさに負担金であり

まして、本来なら国が事業を円滑に進めるために国は進んで経費を負担しなくちゃならな

い、そういう費用なんですね。ところが今回、公立保育所の運営費がまさに年末の予算編

成の大変市町村が忙しい時期に突然削減をされたわけですけれども、負担金であるのか、

あるいは補助金であるのか、それらの何ていうんですか、性格についてもほとんど検討も

されずに、いきなりこの国庫補助負担金、特に公立保育所の運営費はばっさりと削られて

しまったわけですね。このあたり非常にやり方についても問題があるのではなかというふ

うに感じております。 

ここでお尋ねいたしますけれども、それでは公立保育所の運営費は削られましたが、

民間保育所の運営費については削減の対象となったのかどうか、その点をお答えを願えた

らと思います。 

○副議長（田中 敏靖君） 財務部長。 

○財務部長（中村  隆君） 今、国では４兆円を１８年まで削減すると言っております。

ことしが１兆円でございますので、３兆円残っておるんですが、現状のところ、民間保育

所が対象になるかどうかについてはまだ聞いておらないという状況でございます。以上で

あります。 

○副議長（田中 敏靖君） ５番。 

○５番（山本 久江君） この国庫補助負担金削減のいろんな問題点について述べさせて

いただきますが、そもそも今、御答弁いただきましたように、民間保育所の運営費につい

ては削減の対象になってないわけですね、そもそも保育事業というのは子どもが通う保育

園が公立であるか私立であるかの違いはあっても事業の実施主体というのは市町村です。
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これは今後も変わらないわけですね。事業の実施主体が変わらないのに、また同じ保育事

業でありながら、なぜ民間保育所の運営費は国が負担をして、公立の保育所は全額地方負

担とするのか。そこにも本当に整合性を見出すことはできないわけです。いかにこの国庫

補助負担金の削減が国の勝手といいますか、地方の実情も考えないで、また何というんで

すか、負担金かあるいは補助金かという、こういう性格の論議もされずにいきなりやられ

てきたという、こういう問題点があるということを指摘をしておきたいと思います。 

 それから、地方交付税の問題ですけれども、これも総額が抑制をされましたが特に財源

保障機能の抑制がひどく行われました。あわせて算定の基礎となる基準財政需要額におけ

る補正係数、あるいは単位費用の見直しも進められております。調べてみますと市の関係

では、単位費用でゴミ収集とか学校給食業務の単位費用、これを民間委託と直営の実態を

反映させている今の現状から、民間委託を基礎にした計算へ段階的に引き下げる、こうい

うふうに打ち出しているんですね。これは本当に大変な問題だというふうに思います。 

こうした影響額はちょっと今、計算はできないと思うんですけれども、ぜひ今後我が

市にどういった影響か出てくるのか、調査をしていただけたらと、これは要望いたしてお

きます。 

市長さんが壇上で御答弁をされました中で、２月２３日に全国市長会が緊急要望を行

っておりますね、市の方からも提言があったというふうに御答弁をいただきましたが、こ

れをちょっと時間をとって読まさせていただきますが、このようになっております。１つ

は所得譲与税の創設における一般財源化は、基幹税である国の所得税収を地方に移すもの

であり、一定の評価をするものであるが、これは暫定的な措置に過ぎず、真の税源移譲と

はいえない。もう一点は、今回、一部の国庫補助負担金が廃止されたけれども、国の法令

などによる基準は緩和されておらず、地方の自己決定、自己責任のもとサービス水準の決

定ができないなど、地方分権改革が目指す税源移譲と権限移譲が一体的に実現されていな

い。こういう２点を示しながらこのようにくくっております。都市自治体は云々とありま

して、骨身を削る歳出の削減に努めているが、今回の地方交付税の急激な削減は最後の財

源ともいうべき基金の取り崩しによって対応せざるを得ず、翌年度以降このような状況が

続けば破綻状態に陥る都市自治体が数多く生ずることが懸念される、こういう要望書にな

っております。 

まさにこのとおりでありまして、これからまた３年間かけて、２００６年度までさら

に国庫補助負担金を３兆円削減する計画でございますが、ぜひ市としても今後とも国に対

し要望を行っていただきたいというふうに思いますが、改めて市長の御決意のほど、お伺

いをいたします。 
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○副議長（田中 敏靖君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） もとより、国に対して要望をしっかりしてまいりますと同時に、

私どもといたしましても行革の視点に立って、しっかりと自らの仕事をやってまいらねば

ならないと、一層感じているところでございます。 

○副議長（田中 敏靖君） 以上で１の新年度予算案についてを終わります。 

 次に２の清掃行政についての答弁を求めます。生活環境部長。 

○生活環境部長（三谷 勇生君） それでは御質問の２番目、清掃行政についてのうち最

初の今後のごみ処理施設の整備についてお答えいたします。 

クリーンセンターでは焼却処理施設、破砕処理施設及びリサイクル施設でゴミを中間

処理した後、最終処分としてリサイクル及び埋め立て等の適正な処理を行っております。

なお施設の維持管理につきましては、計画的な補修や適正な運転管理によりまして、施設

の延命に努めており、平成１１年度、１２年度にはダイオキシン類の削減対策といたしま

して、多額の費用をかけ大規模改造を実施し、安全で、安定した処理を行っておるところ

でございます。 

しかしながら、ただいま議員から御指摘がございましたように焼却処理施設及び破砕

処理施設は、供用開始後２０年余りが経過し、かなり老朽化も進み、施設更新の時期か近

づいていることは承知いたしております。 

施設更新に至りますまでには、国・県及び地元協議等諸問題解決のための相当の期間

が必要と思料されますので、早期に施設更新計画の策定が必要であると認識いたしており

ます。計画を策定するに当たりましては、山口県ごみ処理広域化計画との整合性を図ると

ともに、県央部２市４町の合併協議の結果を踏まえ、新たな一般廃棄物処理基本計画を作

成することとなりますので、その中で施設更新計画策定に取り組んでまいりたいと存じて

おります。 

また、計画を策定する際には、資源の有効利用を図る循環型社会の形成に不可欠なリ

サイクルプラザの整備も考えておるところでございます。 

 続きましてごみの分別収集についてお答えいたします。現在、市民の皆様には、ごみを

可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみでの排出をお願いいたしておりますが、資源ごみにつき

ましては、容器包装リサイクル法施行により、現在９品目の分別排出に御協力をいただい

ております。ごみの総排出量に対するリサイクル率につきましては、平成１４年度で

１４．７％となっております。今後、容器包装リサイクル法に伴う飲料用紙製容器、その

他紙製容器及びその他プラスチック製容器の分別収集も検討してまいりますが、これらの

処理にはストックヤードや圧縮減容機等の整備が必要となりますので、先ほど申し上げま
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したリサイクルプラザの整備とあわせまして検討してまいりたいと存じております。以上

でございます。 

○副議長（田中 敏靖君） ５番。 

○５番（山本 久江君） それでは、施設改修については、現在合併協議が行われている

状況の中で、広域での処理も含め検討中であることから具体的な方向が示せないと、こう

いう御答弁であったと思います。しかしいずれにしろ、この老朽化したごみ焼却施設とそ

れから破砕処理施設は早い時期に改修をされなければなりません。その際にぜひ総合計画

にも示されているように、先ほど御答弁の中でリサイクルプラザというふうなお話もあり

ましたけれども、リサイクル機能を備えた施設の検討をぜひお願いをしたいというふうに

思います。 

あわせて、この施設では環境問題とかそれからリサイクルについての学習、また市民

のリサイクル活動を支援したり、交流できる場があり、情報の受発信の機能を備えたもの

をぜひ検討していただきたいというふうに思います。特に、子どもたちにもわかりやすく

学べるような施設であればというふうに考えております。 

先日、大牟田市のエコサンクセンターを視察をさせて頂きました。ここでは、子ども

たちが「地球にやさしい暮らし方を学ぼう」と、こういうテーマで、施設の１階の部分で

はごみを出さない暮らしをどうしてつくっていくか、２階部分は、それでもごみは出る。

じゃあそのごみをどうする。こういうテーマにごみや環境の問題を楽しみながら学習でき

る体験型の学習施設を備えておりまして、大変多くの子どもたち、あるいは市民の利用が

あると、こういうお話でございました。 

そこで教育委員会にお尋ねいたしますけれども、我が市でも学校教育の中で環境問題

につきまして学習が取り組まれておりますけれども、現在、どういう形で、またどういう

状況で取り組まれているのか、御答弁をお願いいたします。 

○副議長（田中 敏靖君） 教育長。 

○教育長（岡田 利雄君） 本市の環境学習についての御質問でございますが、本市とし

ましては、社会の変化に対応した教育の重点の一つとして、環境教育を位置づけておりま

して、本年度は「人間と環境との関わりについての理解を深め、自然との共生について、

身近なところから意識して実践できる態度の育成」を努力点としておりまして、これを積

極的に推進してまいりました。 

市内各学校におきましては、環境学習は教科の授業やあるいは総合的な学習の時間、

あるいは学校行事等々の中で、地域の実態に応じた特色ある実践が進められております。

例えば富海小学校・中学校におきましては、毎年海水浴場の清掃活動に取り組んだりしな
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がら、ふるさとの美しい海を守る学習に取り組んでおりますし、また、小野中学校におき

ましては、国土交通省と連携を図りながら水生生物を通した水質検査を実施し、河川清掃

に取り組むことによって清流を取り戻そうという意識、あるいは意欲を高めております。

また、右田中学校の理科クラブでは、源氏ボタルを卵から育てて幼虫を放流し、ふるさと

佐波川を守り続けようとする気運を高めておりますし、さらに市内小学校１４校では防府ク

リーンセンターやあるいは山口市のリサイクルプラザを見学して、リサイクル工程や分別

回収処理等循環型社会の体験的学習を計画的に実施しております。 

今後とも環境学習を教科や総合的な学習の時間等で効果的に位置づけながら、学んだ

ことが知識としてとどまるだけでなくて実践できる、そういう児童・生徒の育成に努めて

まいりたいと考えております。以上でございます。 

○副議長（田中 敏靖君） ５番。 

○５番（山本 久江君） 御答弁いただきましたが、ぜひ子どもたちがこうした学習をよ

り深められるようなリサイクル施設、リサイクルプラザの検討をよろしくお願いをいたし

ます。要望いたしておきます。 

 それから２点目の分別収集につきましては、新年度の施政方針の中でもうたわれており

ますが、このようになっていますね。「今後、容器包装リサイクル法の指定品目である紙

製容器やプラスチック製容器についても検討してまいります」こういうふうに書かれてあ

りまして、今後、市として取り組みの姿勢を打ち出されたというふうに私ども受け止めて

おります。 

こうした分別収集というのは、本当に市民の、あるいは事業所の協力がなくてはでき

ません。先日、先ほどの大牟田と一緒なんですが視察をさせていただきましたが、水俣市

なんですけれども、環境モデル都市として資源ごみ分別収集処理業務でも全国的にも先進

地と言われております水俣市を視察をさせていただきました。御承知のように水俣市は、

水俣病という世界に類を見ない公害で、住民が塗炭の苦しみを味わったまちでございます。

市民は水俣病を経験した水俣だからこそ徹底的に環境にこだわっていこう、そして世界に

通用する環境モデル都市をつくろうと、今、市民ぐるみの取り組みを行っておられます。 

一例、分別収集にかかわることで紹介しますと、例えば家庭ゴミの資源化を図るため

にごみの分別は２１に分けられているんですね。その２１の中には生ごみも分別をされて

おります。生ごみは堆肥化されまして、地域で作物づくりに生かされていると聞いており

ます。また、環境への意識的な取り組みは保育園とか幼稚園、それから小・中学校等でも

積極的に行われておりまして、熊本県内の学校の修学旅行は、この環境問題をテーマに水

俣市を訪れることになっているそうでございます。 
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こうした取り組みをしていくためには本当に市民の協力なしにはできないことで、我

が市でも早い時期に紙製容器、あるいはプラスチック製容器の検討、例えばトレーの問題

等ありますけれども、検討が進められるように、これも要望をさせていただきます。 

 この清掃行政については施設の問題、あるいは分別収集の問題、本当に住民ぐるみの取

り組みがないとできない問題でございますので、ぜひ地域で懇談会等進めていただけたら

というふうにあわせてお願いをしておきます。以上です。 

○副議長（田中 敏靖君） 以上で２の清掃行政についてを終わります。 

 次に３の教育行政についての答弁を求めます。教育次長。 

○教育次長（山下 州夫君） それでは教育施設の充実についてお答えをいたします。ま

ず、老朽化した屋内運動場や講堂の改築計画についてのお尋ねでございますが、議員さん

の質問にもありましたように改築を要する運動場や講堂として小学校２校、中学校３校が

ございます。そのうち桑山中学校につきましては、平成１６年度予算に計上し、御審議を

いただくようになっており、平成１６年度及び１７年度で改築する計画としております。

残る佐波小学校、大道小学校の小学校２校及び右田中学校、華西中学校の中学校２校につ

いても改築を要する屋内運動場として、建築年度もさることながら老朽度、構造、使用頻

度、狭隘度あるいは交流の場としての不便さ等を総合的に加味し、年次計画を立て、順次

改築したいと思っております。 

また、学校施設としての機能はもちろんですが、非常災害時における地域住民の避難

場所として指定されていることからも、計画的に建設を推進してまいりたいと思います。 

御承知のとおり、本市の学校施設は文部科学省及び防衛庁の補助事業に係るものが多

く、関係省庁並びに市の財政面との調整が必要となります。平成１６年度から「防府市

小・中学校給食基本計画」を踏まえた学校給食共同調理場の建設が具体化していく厳しい

財政状況下ではありますが、早い時期に屋内運動場の改築を実施したいと考えております

ので御理解をお願いいたします。 

 次に耐震診断の経過及び診断に基づく今後の改修、回復についてのお尋ねですが、耐震

診断を必要とする建物につきましては、平成１５年度から１７年度の３年間で、該当する

校舎、屋内運動場の第１次診断を実施することとしており、平成１５年度に小学校３校、

中学校３校を実施し、現在その診断結果の報告を待っている状況でございます。 

なお、先ほどの質問で御提案のありました４校の屋内運動場のうち、３校は耐震診断

を実施いたしませんが、防衛庁の防音事業で改築を予定しております華西中学校につきま

しては、平成１５年度に耐震診断を実施いたしております。平成１５年度から３年間で実

施する耐震診断の結果を踏まえた今後の対応ですが、耐震診断を実施する校舎等は御承知
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のとおり旧耐震設計で建築されたもので、耐用年数も近くなっている建物も多いため第１

次診断の結果に加え、第２次診断及び第３次診断を実施していくようになるかと思います。

したがいまして市といたしましては、耐震診断の結果をもとに国・県との調整を図り、学

校施設の中・長期的な改修・改築計画を策定し、年次的に実施していきたいと思っており

ます。以上でございます。 

○副議長（田中 敏靖君） ５番。 

○５番（山本 久江君） 屋内運動場の改築について質問をさせていただきますが、従来

からの御答弁の繰り返しであったように思います。ほとんど毎日、この屋内運動場という

のは授業とか、部活とかあるいは地域の方の交流の場として使われているわけですが、本

当に御指摘があったように老朽化あるいはいろんな教育事情にそぐわなくなっている、構

造上も、利用の上からでもですね。今の要望にそぐわなくなっている、改築されていく必

要があるというこの市の基準ですね、改築基準を市としてどのようにまず考えておられる

のか。そのあたり、基本的なところですが、お示しをいただきたいというふうに思います。 

○副議長（田中 敏靖君） 教育次長。 

○教育次長（山下 州夫君） 先ほどの答弁の中でも御説明いたしましたように、いわゆ

る老朽度、それから構造、使用頻度、狭隘、いわゆる文部科学省の基準に対しましての広

さです。そういったものを加味して総合的に計画をつくっていきたいというふうに考えて

おります。 

○副議長（田中 敏靖君） ５番。 

○５番（山本 久江君） 前回の私の答弁、壇上でも申し上げましたけれども、そろそろ

改築をしなければならない学校は５つあるんだと、そのうち１校は、桑山中学校は現在改

築が進められております。その５つの学校、どの学校についてもですね、市民の皆さんか

ら非常に改築を早くしてほしいと、こういう要望が強いわけですけれども、財政状況は厳

しいとはいえ、まさに本当、老朽化した、また一部では、危険ですらある屋内運動場だと

思うんですね、あまりにも古すぎて。 

そういう施設が依然としてあと４校、依然として残されているという状況、本当に問

題だというふうに思います。ある方はこのように言われました。「教育というのは市内の

どこに住んでいても同じような教育条件のもとで学べる必要があるのに、本当にこれは不

公平だ、不平等だ」と、こういうふうに言われる方もございます。教育委員会も、改築の

必要性を認めながら、なぜこれほどおくれてきているのか、遅れた原因ですね、そのあた

りを御答弁いただけたらというふうに思います。 

○副議長（田中 敏靖君） 教育次長。 
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○教育次長（山下 州夫君） 改築が遅れた理由ということでございますが、今、牟礼小

学校、それから小野小学校、これらの移転改築を昨年度まで実施してまいりました。まず

校舎の方を優先して改築をしたいということで、こういった大変大型な改築が出てきたと

いうことで、それが終了しましたので１６年度からは桑山中学校の体育館にとりかかる、

先ほど議員さんおっしゃいましたように改築を検討する学校が５校ある。その中の１校に

は来年度から取りかかるというふうになっておりまして、とりあえずは先ほど答弁いたし

ましたように耐震診断を１５、１６、１７と３年間かけて実施するということです。それ

に基づいて実施計画を策定していくというふうになりますから、また校舎の方におきまし

ては小野と牟礼が済みましたので、早急に改築をしなければいけないというのは今のとこ

ろないと思っておりますので、体育館の方へ取りかかれるというふうに考えております。 

○副議長（田中 敏靖君） ５番。 

○５番（山本 久江君） 次は体育館だという御回答でしたけども、市長さんにお尋ねを

いたします。市長、先日来市内の小学校を回られて、子どもたちとともに給食をともにさ

れたということを聞いております。その際、市内で最も老朽化した築後４２年の佐波小学

校、それから築後３９年たつ大道小学校の屋内運動場もご覧になったのではないかと思い

ますが、そのあたり子どもたちからも建て替えの要望が出されたというように聞いており

ますが、市長さんの御感想を含めてお願いいたします。 

とにかく、佐波小学校と大道小学校につきましてはそれぞれ築後４２年、３９年と

申し上げましたけれども、ほかの小学校と１０年ぐらいの開きがあるんですよ。それをこ

の２校を放置したままで、これまで今の状況が続いているわけですね。桑山中学校が改築

されるということは大変喜ばしいことです。桑山中学校の関係者の方、市民の方々大変喜

ばれておりますが、なぜこの２校に限って１０年も開きがあって、これだけ老朽化し、傷

み、そして使用についても耐えがたい状態が続いているこの学校が、何ゆえ２校置き去り

にされていくのか。不平等だ、非常に市民の皆さんから声をいただいております。佐波小

学校につきましては、保護者の方がほとんどじゃないかと思いますが、署名を添えて教育

委員会の方に提出をされました。そして大道小学校につきましては、以前の地域懇談会の

中で小学校のＰＴＡ会長さんが切実な訴えをされておりますね。「これでは子どもたちも

かわいそうだ、地域の方々も利用しにくい。ぜひ変えてほしい。３９年経つじゃないか」

こういうお話でしたけれども、ぜひ市長さんの御意見をこの際、お聞きをしておきたいと

いうふうに思います。 

○副議長（田中 敏靖君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） もとよりいろいろな行事等々でこの両校、私も直にそれぞれ講
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堂に入らせていただいております。おりますだけに老朽化、著しいものがあることもよく

理解をしているつもりでございます。先ほど教育次長が答弁いたしましたが、いろいろな

観点から、乏しい財源を有効に使っていくという中にあって、後回しになってしまったの

かなあと、そんな感じが実のところいたしておりまして、私自身も胸の痛いところでござ

います。それだけに何とか財政状況を見ながら、一刻も早く大道小、あるいは佐波小、あ

るいは右田中、そして華西中等々、気がついているだけでも４校はあるわけでございます

し、何とか計画を立てていかなくてはならないなと、そんなふうに感じているところでご

ざいますので、今、私から何か感想をということでございますので、そういう考え方を持

っておるということを御理解いただきたいと思います。 

○副議長（田中 敏靖君） ５番。 

○５番（山本 久江君） 市長さん元気がないですね、もうちょっと胸の痛みが、ぜひ予

算に反映されるようにですね、本当に子どもたちが喜ぶことですから、ぜひもう一度です

ね、やりますと、やりますというお答えをぜひいただきたいんですね。というのが、私ど

もの質問、過去何度もやってまいりました。そして中学校給食の実施を繰り返し求めてき

た時に、常に答弁されてきたことは、屋内運動場も含め教育施設の整備を優先させたいか

ら、中学校給食はなかなか御要望に答えにくいというふうな、そういう御回答が多かった

んですよ。しかし、実際には、老朽化した施設が依然として残されているんですね。しか

もこの２校が残されてるんですよね。これ、もう本当に不平等、不公平、市長さんの言わ

れる不公平という点は、こういう部門に、この分野に集中的にあらわれているんです。で

すから胸の痛みをぜひ予算に反映させていただきたい。教育委員会も必要と認めてるんで

すよ、あとは市長さんの判断一つではないでしょうか。もう一度御答弁をお願いいたしま

す。 

○副議長（田中 敏靖君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 元気がないより、お金がないというのが現実でございまして、

本当に私が就任してこの６年、税収は減る一方でございます。かかるものはかかる一方で

ございます。逆な状況がずっと続いてきておる中で、お叱りやいろいろなことがございま

したけども、かなり大胆な行政改革を断行して、ようやくそういうものが緒についてきた。

今、何度も申し上げますが、皆様の御理解をいただいて、ああいう形でいろいろな改善と

改革に着手しておればこそ、まだ今日こういう状況で中学校給食にも手が及んでいったと

いうふうに私は考えておるところでございまして、この歩みをさらに加速し、強固なもの

しにていくことによって、そういう財源不足を補っていくこともできるのではないかと、

そんなふうに思っておりますので、どうぞ応援していただいて、この両三年、しっかり見
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守っていただければと、そのように考えております。 

○副議長（田中 敏靖君） ５番。 

○５番（山本 久江君） 厳しい財政状況の中で何を優先的にやっていくのか。本当に防

府市の将来を担っていく子どもたちの教育施設が建ってもう４０年を越えようとしている、

これを放置しているのは本当に行政の怠慢と言わざるを得ません。ですから、ぜひ市長さ

ん、この問題については、新年度の重点項目は次世代の育成事業、これを重点にやってい

くという、これが市長さんの重点３項目の一つですね。子どもたちの将来にかかわる教育

施設にぜひ、もっと目を向けていただいて、胸の痛みをぜひ予算に、これを強く要望をさ

せていただいておきます。 

 それから次に、耐震化対策の問題についてですが、昨年５月にですね、文部科学省が実

施をいたしました調査では、全公立小・中学校施設約１３万棟のうち耐震性が確保されて

いる建物が、約６万棟、４６．６％、半分以下にとどまっているということが明らかにな

りました。地域の防災計画の中でも避難所として活用も予定されている学校の施設ですけ

れども、本当に全国的に極めておくれております。３ヵ年で診断を行うわけですが、１５

年度、１６年度、１７年度、この年度ごとの診断計画を少し説明をお願いをしたいという

ふうに思います。 

○副議長（田中 敏靖君） 教育次長。 

○教育次長（山下 州夫君） それでは、耐震診断の年次計画についてお答えをいたしま

す。平成１５年度ですが、校舎におきましては、小学校が３校、中学校が２校、屋内運動

場が小学校が１校、中学校が２校でございます。平成１６年度で、校舎で小学校が６校、

中学校が１校、屋内運動場で小学校が１校、中学校が２校。平成１７年度におきまして、

校舎で小学校が６校、中学校が３校、屋内運動場で小学校が１校、中学校が２校。合わせ

まして校舎が２１校、屋内運動場が９校を予定いたしております。 

○副議長（田中 敏靖君） ５番。 

○５番（山本 久江君） あわせてちょっとお尋ねしますが、全体の予算はどのくらいに

なりますか。 

○副議長（田中 敏靖君） 教育次長。 

○教育次長（山下 州夫君） 予算につきましては、文部科学省の方が一応示しておりま

して、第１次診断は図面があれば目視、それから段階を追って手を加えていくということ

になっておりまして、面積によって基準が一応示しておるものと変わっておりますが、全

体的に合わせましたら１億ちょっと超えるような額になります。 

○副議長（田中 敏靖君） ５番。 
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○５番（山本 久江君） この問題につきましても緊急を要する課題でございます。財政

的にも１億を超えるということなんですが、今の耐震診断の結果を受けて、現在調査中で

すので１５年度の分につきましては、もうしばらくたてば結果が出ると思いますけれども、

ぜひ結果を受けて、この改修について対策がおくれることのないように、また１７年度

まで耐震診断、続きますが、計画的に改修の必要があると認められるところについてはぜ

ひ積極的に予算を組まれて、実施をされるように、これは要望をいたしておきます。よろ

しくお願いいたします。以上で質問を終わらせていただきます。 

○副議長（田中 敏靖君） 以上で５番議員の質問を終わります。 

   ───────────────────────────────────────── 

○副議長（田中 敏靖君） 次は、２１番、松村議員。 

         〔２１番 松村  学君 登壇〕 

○２１番（松村  学君） 通告に従いまして、駐車場総合案内板の設置についてお尋ね

いたします。執行部におかれましては、時間短縮のため前向きな御答弁をよろしくお願い

いたします。 

 本市においては、平成１４年１０月に防府駅てんじんぐち市街地再開発準備組合を立ち

上げてから区域面積１.５ヘクタール、延床面積約２万５,４００平米、総事業費５８億円

の再開発事業に着手することを示されました。その導入機能としては、商業施設約

４,９００平米、公共公益施設約５ ,３００平米、住宅施設約４ ,６００平米５７戸分、

敷地内広場約２,０００平米という壮大な計画であり、その再開発ビルの駐車場とし

て延床面積約４,９００平米、その内訳として商業８６台、公共８０台、住宅５７台と、

約２２０台分の駐車場を整備することになっています。そして今年の２月３日には、再開

発の本組合設立の認可が県より出され、現在は実施計画に着手、今年の１０月にはいよい

よ着工という予定になっております。まずは一段落というところではありますが、この中

でこれからよく吟味をしていかなければいけない問題も数点あるように思います。 

 その一つとして、これから申し上げます駐車場対策の問題があります。市当局の見解と

しては再開発ビルの附置義務、必要最低限の約２２０台を整備して、不足分が生じた場合

は既存の駐車場を活用して一体利用を図っていくということが特別委員会等で御説明があ

りました。実はこの点について私は非常に疑問を持ちました。といいますのも、駅北Ｂ街

区にあるアスピラートと今度建設予定の再開発ビルは一体利用をしていくという方向を主

として持ちながら、公共部分として確保していく最低限の整備目標台数は、アスピラート

が４７台分、再開発分が３３台でありますが、アスピラートは年間約１０万人の利用者が

あり、そこに隣接した駐車場は現在９５台分確保されています。それでも、イベント開催
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時にはいつも満車が続く状態です。さらに言えばことしの４月から駅北土地区画整理事業

の工事に伴い、駐車場の使用が出来なくなります。また、再開発ビルが完成すれば当然相

乗効果によって１２０％駐車場不足に陥ります。 

市が再開発ビル完成後、既存の駐車場を利用していくという考え方としては、中心市

街地に散在する公共、民間によって設置している既存の駐車場の稼働率を上げ、周辺部の

駐車場を利用してもらうことで、中心市街地の回遊性を高めることが狙いであると聞いて

います。そして、さらにその一体的な利用の効果を上げるべく、今年度から共同駐車券方

式の導入に向けて、検討されることになっています。 

確かに以上のような効果が見込まれることは、市の中心市街地全体から見ればプラス

になると思いますが、いろんな角度から精査し、対策をしていく必要があると思います。

本市の市民感情で言えば、駐車場については、目的地に隣接しているのが常識的な考え方

であり、それに対して何の対策もなく、足りない場合は自分たちで勝手に探してくれとい

う流れでは行政の都合を市民に押しつけているだけと見えるし、市民には受け入れてもら

えないと思うからで、駐車場問題は市民にとってかなりナーバスな問題だと思います。 

一方、市当局において、１３年の２月に駐車場整備計画を策定され、目標年次を平成

２２年とし、基本方針として、駐車場事業に対する、官、民との分担、駐車場利用の効率

化、駐車場意識の向上と情報提供と示され、駅北側西地区、駅北側東地区、駅南側地区、

３地区を設定し、地区別に問題点を指摘されています。その中でも駅北側東地区、つまり

再開発予定地における、今後の大幅な駐車場不足が予想され、それに対してソフト的手法

による対応の必要性と整備目標量も記述されています。当然、再開発完成前後で、今後の

駐車場一体利用の考え方からもこの３地区においては、アスピラートの駐車場が使用でき

なくなる４月あたりからでも流動的な変化、増加が予想されます。 

以上のようなことを考えますと、駐車場の一体化利用を進めていく上でも早急に対策

を考えていかなければならないと思うのであります。 

私としては、市民のいろんな御意見を聞くのに中心市街地内にある、駐車場の問題と

して次のことが挙げられると思います。 

まず１つは、駐車場の立地の問題であります。比較的に幹線道路から外れて中心市街

地の内に入り組んだところにあるため、市内外から来る人にとてもわかりづらい。２つ目

に規模の問題で、比較的中小規模の駐車場が多く、駐車場経営者も採算をとるべく月極め

利用の台数をふやしてきている。３つ目は意識の問題で、市民の方には駐車場は無料で、

隣接しているのは当たり前と思われている方が多い。当然、街を回遊する習慣もない。そ

ういうことを考えれば、皆様もよく耳にされるでしょうが「防府市には駐車場がたくさん
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空いているのに、まちには駐車場がない」と市民の方が言われるのかなと思うわけです。 

そこでお尋ねですが、この中でも特に市内外への周知と意識という点で、本市の場合、

盲点があると思われます。そういうことから考えれば、防府市駐車場整備計画や都市計画

マスタープランにも各種駐車場の案内システムの必要性が記されていますが、今日の本市

における財政事情やカーナビの普及など、社会事情を加味しますと、まずは各駐車場の総

合案内板を早期に設置して、市内外に周知徹底するととともに、来るべき再開発ビル完成

後の駐車場に対する市民意識の醸成につなげていくべきだと思うのですが、いかがでしょ

うか。執行部の御見解をよろしくお願いいたします。以上で壇上にての質問を終わります。 

○副議長（田中 敏靖君） ２１番、松村議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

         〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 駐車場総合案内板の設置についてお答えいたします。本市の駅

周辺には公共や民間が設置している一定規模以上の届出駐車場、いわゆる有料駐車場が数

ヵ所ありますが、これらの駐車場へ一定の地点から誘導を行う案内について、現在のとこ

ろ確立していないことは御指摘のとおりでございます。 

さて、議員御提言の駐車場総合案内板の設置につきましては、目的地までへのスムー

ズな誘導のために有効な手段と考えますが、こと車両系の看板ともなりますと、走行中に

瞬時の判断が求められることから、ある程度の大きさも必要になると同時に、連続性のあ

る設置を行う場合には沿道景観への配慮など調整すべき点もあろうかと存じます。 

しかしながら将来における駅周辺の駐車需要は、施設の整備とともに増大することが

十分に予想され、中心市街地の交通渋滞の緩和と商業の活性化のためにも既存の駐車場や

新たな駐車場への効率的で効果的な誘導が必要と考えております。 

このことから、今後は拠点施設の案内と一体となった駐車場へのわかりやすい誘導を

目指して、関係機関と協議・検討を早期に進めてまいりますので御理解を賜りますようお

願い申し上げます。 

○副議長（田中 敏靖君） ２１番。 

○２１番（松村  学君） 答弁、ありがとうございました。私もですね、これは県の方

と今度、警察の方と話し合われるようになると思います。私もちょっと事前にいろいろお

話を聞いたんですが、できない話ではないと。市としての気持ちというものがまず前に出

て、それからある程度の注意事項というような形でやっていただけたら、できるであろう

というような回答を私はいただきました。 

今、総合案内板に対して、私も、いろいろやればやるほどきりがないと思うんですね。

私のイメージとしては幹線道路沿いに数ヵ所ぐらいはですね、各駐車場に誘導していくよ
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うな進路を示すブロック型の案内板、そいうものと駐車場の入り口部分に、入り組んでい

て見えないわけですから、入り口部分にその所在を示していく個別案内板のようなものを

つくっていただいて、連鎖誘導を促してもらったらいいんじゃないかなと考えています。 

全国的にはこのシステムを導入していまして、ＩＴＳを取り入れて、駐車場の位置と

か、満車、空車の情報、渋滞の情報等々ですね、車両に提供してるんですけども、全国的

にはいろいろ賛否もありますけど、３分の２ぐらいの自治体は駐車場の利用率が上がった

とか、違法駐車が少なくなったとか、まあ効果の方は認めています。県内でも山口、旧徳

山の方で導入されてまして、山口の方でも、これは効果があるということで評価されてい

るようです。やはりでも費用の面ですごい莫大な金額がかかりますので、実際本市の今の

需要を見ても、必要なのかなというようなところは私も思うのですが、実際やはり簡易的

なものでも、防府市、これから絶対必要になってくると私、思うので、今回ちょっと質問

させていただきました。 

この簡易案内板については、実は平成１１年の１２月に商工会議所の方から同じよう

な要望が出されています。その時の市の回答としては、先ほどおっしゃったように、大変

必要であるということを認めながらも、一応その時はまだ都市サインを防府市がやってい

まして、その関係もありまして、駐車場関係者に設置をお願いしていくというような回答

でした。 

ただ、やっぱりこれから駐車場の共同利用とか、今から再開発をやっていこうという

市の考え方からしたら、市としては、私はぜひ早期に検討していただきたいと思います。 

 今の現段階の防府市の駐車場計画によると、需給バランスが、再開発を行う防府駅北側

東地区においては２９５台分不足しているということです。これに今度の再開発の２２０

台分が入ってくると思うのですけれども、それともう一つ考えないといけないのは、今の

ような状態で目標数量がきちんと確保されても、実際、効率的にこの駐車場利用ができる

のかなと思うわけです。それで私としてはここでソフト的な工夫が必要じゃないかという

ことで、ここで一つだけ確認させてもらいたいのですけど、今までこの計画ができてから、

ソフト的な政策、そういうものを今まで都市計画の方でやられたのか、その辺をひとつお

答え願います。 

○副議長（田中 敏靖君） 都市整備部長。 

○都市整備部長（岡本  智君） 都市計画の方でソフト的な実施をされたかということ

に対しましては、私の記憶ではソフト的なことはやっていないと思っております。 

○副議長（田中 敏靖君） ２１番。 

○２１番（松村  学君） 私も先ほど壇上にて指摘させていただきましたけど、今、防
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府市の駐車場の施策を考えますと、私としては面的整備よりもこれからは意識改革とかそ

ういうもの、それと周知徹底という部分ですよね、この辺をまずやっていただいて、今、

いっぱい空いてるわけですから、そういうものを今から頑張って再開発ビルが完成するま

でに努力していただきたいなと思います。ぜひ早期に総合的な案内板ができますようにひ

とつお願いいたしまして、質問を終わりたいと思います。 

○副議長（田中 敏靖君） 以上で２１番議員の質問を終わります。 

   ───────────────────────────────────────── 

○副議長（田中 敏靖君） 次は、２番、山下議員。 

〔２番 山下 和明君 登壇〕 

○２番（山下 和明君） 本日最後の登壇となりましたけれども、もう少しお時間をいた

だいて、よき御回答がいただけますようによろしくお願いを申し上げます。 

それでは、通告の順に従いまして、質問をいたします。 

最初に、老人保健法に基づく乳がん検診について質問いたします。がんが我が国の死

亡原因の１位となったのは１９８１年、以来第１位を記録し続けています。そこで国は

１９８４年から、がん克服１０ヵ年戦略として、がん制圧に取り組んでいますが、この

２０年間にわたるがんの研究により、がん発生の仕組み解明が大きく進展し、がんは遺伝

子異常により起こる病気との認識が確立いたしました。そうした研究の進歩により、胃や

子宮がんなど一部のがん死亡率は低下しているものの、逆に肺や大腸、乳がんなどは増加

傾向を示しているため、がん全体の死亡率は、過去２５年間減少の兆しが見えず、現在、

がんで亡くなる方は年間約３０万人で、死亡者全体の３分の１を占めています。こうした

課題を踏まえ、「第３次対がん１０ヵ年戦略」が２００４年度から、がんを発症する罹患

率、死亡率を激減させるためスタートいたします。 

本題の乳がんの現状は、１９９６年には日本女性の悪性腫瘍罹患率で第１位となり、

２０００年には約３万５,０００人が罹患し、１９７０年と比べ約３倍の方が罹患したこ

とになります。２０１５年には、４万８,０００人が罹患すると予測されています。 

乳がんの発生は、２０歳過ぎから３０歳代でさらにふえ、４０歳代後半から５０歳代

前半にピークを迎え、乳がんでの死亡者数は、２０００年で９,２４８人が亡くなり、

１９５５年と比べ約６倍と、増加の一途をたどっております。 

そうした視点から、近年死亡率の上昇が見られる乳がん検診にマンモグラフィと呼ば

れる乳がん専用のレントゲン撮影機の導入が進められています。マンモグラフィは、乳房

のみを撮影できるように工夫された装置で、ごく小さな腫瘍を逃さず捕らえることができ

ます。乳がん検診は、１９８７年度から国の保健事業として開始され、９８年度からは各
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自治体事業として行われるようになりました。乳がん検診は、視触診、医者が手で触れて

診察することでありますが、そうしたものが主流でありましたが、視触診ではがんがある

程度成長し、しこりとして触れない限り見落とされてしまう可能性があり、マンモグラフ

ィを利用することで視触診と比べ５倍の精度で乳がんが発見されたデータもあり、こうし

たすぐれたがん検出の効果に注目し、乳がん検診にマンモグラフィを導入する医療機関や

自治体が増えています。国は、マンモグラフィによる乳がん検診の目安を５０歳以上とし

ていますが、乳がんは４０歳代での発生が顕著であることから、一部自治体では検査対象

を４０歳代にしているところもあり、国の指針見直しを求める声が強まっています。 

そこでお尋ねいたしますが、防府市の老人保健法に基づくがん検診事業で、乳がん検

診を受診された方は、視触診での受診で２００２年度実績で３,２８５人。また、検診方

法が個人で指定した医療機関で受診されているためか、基本検診の受診率に比べ、乳がん

検診の受診率の低さがうかがえます。 

現在、県内でもマンモグラフィによる乳がん検診が行われているところは、まだ多く

ありませんが、２００４年度より山口県でも県の予防保健協会にマンモグラフィが搭載さ

れた最新の検診車が導入されます。乳がん検診に県の予防保健協会が行うマンモグラフィ

検診を集団検診に取り入れ、早期発見と検診対象者の拡大を図ることができないものか、

お伺いいたします。 

次はアダプトプログラムの導入についてお尋ねいたします。 

アダプトプログラムとは、アダプションは養子縁組の意であり、里親制度のことであ

ります。詳しくは、地方自治体が管理する道路や公園、ビーチ、河川敷などの公共施設を

養子に見立て、市にボランティア団体として登録した住民や企業、商店街、小・中学生、

各種同好会等が里親として、定期的に清掃や花壇の手入れ、草取りなど環境美化のサポー

ター役として活動を実施するものです。 

アダプトプログラムは、もともとアメリカで始まった新しい美化システム活動でこう

いった活動が日本に入ってきたのは５年前で、早急に全国に広がり、今ではアダプトプロ

グラムを導入している市や町は１,５００を越え、各地に根ざした活動として成果を上げ

ています。 

参考に一例として、平成１４年７月から導入した福岡県久留米市では、「くるめクリー

ンパートナー制度」と称し、同制度に賛同したボランティア団体が市に登録すれば、市は、

ほうきやちりとりなどの清掃道具を貸し出し、ごみ袋を支給し、このほか安全確保のため

ボランティア保険も加入します。久留米市の同制度への登録団体数は、昨年の１２月現在、

導入１年半で１１４団体４,５８３人が活動を実施しています。そこでお尋ねいたします
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が、アダプトプログラムの制度を採用して環境美化を推進してはどうでしょうか。こうし

た活動を通し、内容を広く市民に伝えることで、空き缶等のポイ捨て及び犬のふんの放置

防止や環境美化の意識が促進されるものと思いますが、同制度の導入はいかがなものでし

ょうか、お伺いいたします。以上で、壇上にての質問は終わります。 

○副議長（田中 敏靖君） ２番、山下議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

         〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 私からは、アダプトプログラムの導入についての御質問にお答

えいたします。本市においては、空き缶、たばこの吸い殻等のポイ捨てや犬の散歩中に排

泄されるふんの放置を防止するため、平成１４年４月から「防府市空き缶等のポイ捨て及

び犬のふんの放置防止に関する条例」を制定し、チラシの配布や啓発看板の無料配布等、

環境に関するモラルの向上を図り、まちの環境美化に努めております。しかしながら、依

然としてポイ捨て等の迷惑行為が後を絶たないのが現状で、まことに残念なことでありま

す。 

現在、防府市環境衛生推進協議会を主体に、多くのボランティア団体が市内の各地域

において、清掃活動や緑化活動の実践活動を通じて、地域環境美化と清潔で美しい住みよ

いまちづくりに既に積極的に取り組んでおられ、これら活動を通して環境美化について意

識が高揚してまいったことは、大変喜ばしいことと感じております。 

これからも既存の各種環境美化団体と相談し、市民の環境に対する多様な要望に対応

するとともに、議員御指摘のようなボランティア支援制度については公共の用に供する場

所を管理する国・県や市の関係各課と連携をとり、研究してまいりたいと存じます。 

残余の御質問につきましては、担当部長より答弁いたさせます。 

○副議長（田中 敏靖君） ２番。 

○２番（山下 和明君） アダプトプログラムの導入についてでありますが、先ほど壇上

でも申しましたが、全国自治体でも１５０を超える市町村等でこういった活動が盛んに行

われ、また結果も出ているようであります。こういった同制度が定着した市や町では、そ

うしたボランティア活動によって成果として空き缶のポイ捨てが少なくなった、まちがき

れいになったと、地域住民からボランティア活動の評価は高いようであります。 

先ほど御回答いただいた中には、やはり我が市はボランティア活動が積極的に推進し

てきているということで我が市の評価を市長さんが今されたわけでありますが、しかし多

くの、いわばこういった活動に参加をしたいということで、多くの団体が今壇上で御回答

いただいたような活動に積極的に参加できるように、アダプトプログラムの導入を図って

いただけたらなと、このように思います。 
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先ほど申しましたが、山口県におきましても、アダプトプログラムを導入しているの

が下関市の「下関市アダプションプログラム」、萩市の「きれいな萩おまかせ制度」、周南

市の「クリーンネットワーク推進事業」、小野田市の「きれいにするっちゃ小野田」、長門

市の「みすずいいとこ」といったことで、山口県でも５つの市が名乗りを上げて、このよ

うに活動をしておるわけであります。 

もう少し詳しく例をとって御案内させていただきますと、お隣の周南市の状況であり

ますが、平成１２年の７月、合併以前ということになりますから、旧徳山市の時からです

が、クリーンネットワーク推進事業として繁華街の国道、県道、市道、そして２１ヵ所の

公園、１３８ヵ所を対象として、サークル、町内会、地元企業、４３団体１,６６６人の

登録者の方々が、清掃、ごみ拾い、草とりを年２回、活動を行われておられます。担当し

ておられる環境政策課にコメントを聞きましたところ、この制度の開始後、サインボード

を設置して、いわば看板ですね、ここは何々ボランティアが清掃しておりますよといった、

こういった、市長さん、ちょっと見えますかね、コピーしたものですけど、こういったも

のを清掃したところに看板をいわば設置しておるところはですね、空き缶等のポイ捨ては、

少なくなった。たばこのポイ捨ても当然だろうと思います。この利点を述べておられまし

た。もしもの時の保険も加入しておられます。支給物がごみ袋、そして先ほど申しました

サインボード、看板ですね、その他は基本的に要望、リクエストによって、竹ほうきだと

か軍手等、２年間の登録ということで、２万円を限度ということで支給も考えておられる

ようでありますので、要望となりますけれども近隣の市で同制度を導入して活動が行われ

ておりますので、実態を把握されて、参考にしていただきたいなと思います。これは調整

する上にですね、こういった活動を行うところが道路だとか、公園だとか、ビーチだとか、

河川敷となりますと、各課に担当がわたっておりますし、そして管理者側もですね、要は

どう言いましょうか、国土交通省ですか、佐波川でいけばですね、そのように管理者側の

立場を県道であれば県の方の相談も必要になってくるわけでありますので、話し合いをさ

れて、前向きな考えのもとでこうした活動の窓口が設けられることを願って、この項の質

問は終わりたいと思いますので、よろしく御検討をお願い申し上げます。 

○副議長（田中 敏靖君） 以上で、２の環境対策についてを終わります。 

 次に１の老人保健事業についての答弁を求めます。健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村田 辰美君） それでは老人保健事業の乳がん検診におけるマンモグ

ラフィ検診の導入についてお答えをいたします。 

当市におきましては、昭和６２年度から問診及び視触診による乳がん検診を行ってま

いりましたが、山口県老人保健法等健康診査実施要領中、今年度乳がん検診における実施
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要領が改正され、現在行っておる視触診に加え、Ｘ線検査でのマンモグラフィ検査を追加

導入するよう県より指導がなされておるところでございます。 

これを受け、当市におきましてもマンモグラフィ検査について山口県予防保健協会に

よる検診車での集団検診の導入が図れるよう現在協議をしておるところでございます。 

なお、今後の課題といたしまして、予防のための健康診査での早期発見や早期治療は

医療費の低減に寄与することから各種健康保険の適用や、国・県による補助政策も必要で

はないかと思っておりますので、市長会を通じ、働きかけてまいりたいと考えております。

以上でございます。 

○副議長（田中 敏靖君） ２番。 

○２番（山下 和明君） 乳がん検診についてでありますが、今、部長が御答弁された中

と少し重複するかもしれませんが、さきに、２月２７日付の新聞に乳がん検診に関する記

事が掲載されました。参考に読みますと、「乳がんＸ線診断４０歳以上に拡大」と。「がん

検診の見直しを進めている厚生労働省の検討会は、２月２６日、現在は５０歳以上とされ

ている乳がんのマンモグラフィ、乳房Ｘ線撮影の対象年齢を４０歳以上に拡大することが

妥当とする意見をまとめた。厚生労働省ではこれを受け、全国の市町村などにことし４月

から４０歳以上を対象に隔年で検診を実施するよう通知する予定」別の新聞では、前段は

今の内容と同じようなことの記事ですが、終わりの部分に「乳がん検診にマンモグラフィ

を導入している自治体はまだ少ないことから、厚生労働省のがん検診に関する検討会は、

３月末までに報告書をまとめ、自治体に体制整備を求めて行く。日本では毎年約１万人が

乳がんで死亡。３０代から６０代までの女性の死亡原因の第１位となっており、対策が急

がれている」と、こういった記事が載っておりました。 

まさしく質問をする前の出来事でありますが、時、的を射たというか、そうした質問

になったのではないかと、このように自分で言っております。 

それで、県の予防協会が行うマンモグラフィを乳がん検診として集団検診に取り入れ

た場合、今、申しました、これから対象となるだろう４０歳以上の方の個人負担は、幾ら

ぐらいになるのでしょうか、お伺いしたいと思います。先ほど補助の関係についても、検

討されるのではないかなと、このように受け止めておるんですが、現在は３０歳以上の方、

視触診ですね、見て触れるということで、個人負担は７００円ですが、レントゲン装置に

よる検診分ほど高くなると思いますが、マンモを導入した場合の個人負担はどの程度見込

んでおられるのか、お伺いしたいと思います。 

○副議長（田中 敏靖君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村田 辰美君） お答えをいたします。今の視触診に加えてマンモグラ
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フィを追加検査した場合の個人負担、それから集団検診の場合の負担、こういったものが

予算的にどのようになるかという御質問でございますが、今、県の予防協会におきまして

は、マンモグラフィ検査の集団検診では１人当たりの委託料が５,８８０円とされており

ます。 

ただ、人数につきましては、聞くところによりますと、１時間当たり１０人程度。１

日検診をしても５０人程度。ただ、今から交渉になるわけですが、何日、借れるか、まだ

決まっておりません。これはあくまでも仮にの話でございますが、仮に８日間借りるとす

れば、その延べ人数が４００名になろうかと思います。４００名に１人当たり５,８８０

円でございますから、持ち出し部分としては、２３５万２,０００円、こういったことに

なろうかと思っております。 

それからもう１点、個人負担につきましては、まだ決めておりませんので、ちょっと

申し上げることができません。以上でございます。 

○副議長（田中 敏靖君） ２番。 

○２番（山下 和明君） 今、マンモを導入した場合、５,８８０円を要するに、例えば

今検討中の県の予防保健協会が行うこのマンモの乳がん検診を集団検診に入れた場合、検

討中ですけれども、これは保健協会に支払う金額が５,８８０円、これはそうした視触診

も含めてということでしょうか。 

○副議長（田中 敏靖君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村田 辰美君） そうでございます。 

○副議長（田中 敏靖君） ２番。 

○２番（山下 和明君） このうちの幾らかが個人負担になると。実際、今、視触診では、

２,０００円程度ぐらいかかるわけですよね、個人病院で。そのうちの７００円を個人負

担ということで、大体そういうふうに計算したら出るのかなと思うんですけど、現在のと

ころ、そこのところの分についてはまだ明確に試算されていないということですか。 

そしたらですね、導入の際、もう一度聞きますが、４０歳以上の方が、マンモグラフ

ィ装置を持っている医療機関、防府市内ではたしか３つの医療機関がこのマンモの装置を

持っているかと思いますが、そうした医療機関で乳がん検診をされた場合ですね、そうし

た方々も、このがん検診の事業の中に組み込まれるのかどうかお伺いします。 

○副議長（田中 敏靖君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村田 辰美君） 先ほど申しましたように今このマンモグラフィ検査に

ついての医療機関との協議はまだ全くしておりません。ただ、保険診療で診療点数と申し

ますか、こういったものにつきましてはマンモグラフィのみの単独の点数的な、金額とい
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いますか、これは大体６,０００円程度と思っております。以上でございます。 

○副議長（田中 敏靖君） ２番。 

○２番（山下 和明君） 先ほど申しましたように、厚生労働省の検討会がまとめた意見

によってですね、各市町村に同検診を実施するようにということでマンモによる検診を

４０歳以上に拡大してくださいという措置がされると思いますけれども、そうしますと乳

がん検診は自治体の事業ですので、市の負担分も増額となるわけでありますが、今、部長

さん数字的なことで１時間１０人、１日５０人程度で４００人から５００人ぐらいが考え

られるというお話をされながら、ブツブツッと話が切れたわけですね。そこまで今、お聞

きしました。 

そこで、それによって、現予算、どのぐらい、実際の今の現予算と比較して、どのぐ

らい予算が今後、この４０歳以上の方を、マンモの装置によって検診となると、市として

どの程度の予算を上げなければならないのか、その点についてお示し願いたいと思います。 

○副議長（田中 敏靖君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（村田 辰美君）  この１６年度現行予算で申しますと、現在、視触診

で３,５００人を予定しておりまして、１,０３８万４,５００円の予算を組んでおります。

これにマンモグラフィを加えたらどうなるかと、今、御質問でございますが、４０歳代以

上の方が予算で申しますと、ほぼ３,１００人ぐらいに……、２,７００人ぐらいなんです

が、３０代の方が８００人おいでになりますから、２,７００人ですか。こういった

２,７００人分の今から医師会との協議にもよりますが、保険の点数で申しますと６,０００

円ぐらいじゃなかろうかと思っております。これはまだ全く仮定の話でございますので、

計算上で申しますともしそうであれば６,０００円の、４０歳代以上の方が２,７００人ぐ

らいおいでになるということであろうかと思います。 

○副議長（田中 敏靖君） ２番。 

○２番（山下 和明君） ２,７００人分掛けの６,０００円相当が要るということ。どち

らにしろ、こういった乳がん検診にマンモグラフィによる検診を、集団検診にしてもまた

個人病院でこういった対象にしても市からの予算はふえるということが言えるわけであり

ますが、そこで今、部長とのやりとりをしておって、最後に市長さんに所見をお聞きした

いんですが、乳がんの死亡率は年々増加しているのでありまして、大事なことは早期診断

だと言われています。そうしたことを可能にして手助けできるのは、先ほどからお願いを

しておりますマンモグラフィ検診の導入だと思いますが、市長さんの御所見をですね、こ

こでお伺いをしたいなと思います。 

○副議長（田中 敏靖君） 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（村田 辰美君） 先ほど２,７００人は延べ人数でございまして、マン

モグラフィは２年に１度ということでございますから、１年間で言えば１,３５０人分と

なろうかと思います。以上でございます。 

○副議長（田中 敏靖君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） すべてのことに言えると思うんですけど、自分の健康はやはり

自分で守る以外には私は基本的にないと思っております。そして自分の意思のもとに、い

ろいろな検査を受けたりしていくのが私たちが自分の健康を守っていくことの何よりの手

法であろうと、こういうふうに考えているわけでありまして、今のマンモをすべての人に

導入するというようなことについては、私はそういう観点からいくならば、希望する方で

すね、そしてその希望する方に応分の自己負担、３分の２なり、５分の４なり、自己負担

もみていただいた上で、そういうふうなものを導入するということならば考えられないこ

とはないんではないかと、そういうふうに基本的に考えております。 

○副議長（田中 敏靖君） ２番。 

○２番（山下 和明君） 私は正直言いまして、先般までマンモグラフィと、こう聞いて

もですね、「えっ、何じゃろうか」と、よく理解できなかったわけです。この乳がん検診

にこういった時の装置と申しましょうか、重要だということで新聞等々を見るにつけです

ね、これは乳がん検診についてマンモグラフィという、こういったレントゲン装置という

ものが今後重要なんだなと、このように認識したわけであります。世の中の女性が、半分

というか２分の１は女性なわけでありまして、先ほど御紹介したように、４０歳代から

６０歳代の女性に、乳がんの罹患率が第１位で、死亡者も年間約１万人ということで、こ

ういった乳がんというのは大変な、数字的にもですね、ふえてきたんだなと、このように

思っておりまして、こういった質問をする前にその年齢と申しましょうか、うちにも年ご

ろのかみさんがおるわけですね、１人ほど。聞きましたら、関心が薄いと申しましょうか、

「こういうことなの」という程度で、うちのかみさんはそうですけど市長の奥さんはそう

じゃないとは思いますけども、関心は高いと思いますが。実際こういったマンモによる乳

がん検診を導入するとなると思います。その際ですね、意識の高揚を図っていただくとい

うことが大切になろうかと思いますので、そのときには、ＰＲに力を入れていただきたい

なと、このように思っておりますので、要望して質問を終わります。 

○副議長（田中 敏靖君） 以上で、２番議員の質問を終わります。 

   ───────────────────────────────────────── 

○副議長（田中 敏靖君） お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、これに

て延会することに御異議ございませんか。 
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         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（田中 敏靖君） 御異議ないものと認めます。よって、本日はこれにて延会す

ることに決しました。 

               午後 ２時４８分 延会 

   ───────────────────────────────────────── 
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